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令和２年４月27日午前10時00分開会 

 

 

○議長（篠原則）  おはようございます。 

 皆様方にお願いを申し上げます。新型コロナ

ウイルス集団発生予防のため、当分の間、議場

内及び傍聴席でのマスク着用を義務づけますの

で、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、このことにつきましては、議会運営委

員会での決定事項であることを申し添えます。 

   △開  会 

○議長（篠原則）  それでは、定刻、定足数

に達しておりますので、ただいまから令和２年

第１回垂水市議会臨時会を開会いたします。 

   △執行部紹介 

○議長（篠原則）  ここで、去る４月１日付

で課長等の移動があり、紹介のための発言の申

し出がありましたので、順次これを許可します。 

○総務課長（和泉洋一）  おはようございます。

総務課長併任監査事務局長を拝命いたしました

和泉でございます。どうぞ、よろしくお願いい

たします。 

○財政課長（濵 久志）  おはようございます。

財政課長を拝命いたしました濵でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○庁舎建設総括監（園田昌幸）  おはようござ

います。企画政策課庁舎建設総括監を拝命いた

しました園田でございます。よろしくお願いい

たします。 

○保健課長（草野浩一）  おはようございます。

４月１日付で保健課長兼地域包括支援センター

長を拝命いたしました草野浩一と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○農林課長（森 秀和）  おはようございます。

４月１日付で農林課長、農業委員会事務局長を

拝命いたしました森でございます。よろしくお

願い申し上げます。 

○教育総務課長（鹿屋 勉）  おはようござい

ます。教育総務課長を拝命いたしました鹿屋勉

でございます。よろしくお願いいたします。 

○学校教育課長（今井 誠）  おはようござい

ます。学校教育課長兼学校給食センター所長を

拝命いたしました今井誠でございます。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

○社会教育課長（紺屋昭男）  おはようござい

ます。社会教育課長兼図書館長兼文化会館長兼

運動公園長を拝命しました紺屋昭男でございま

す。よろしくお願いします。 

○税務課長（橘圭一郎）  おはようございます。

税務課長を仰せつかりました橘です。どうぞ、

よろしくお願いします。 

○市民課長（篠原彰治）  おはようございます。

市民課長を拝命いたしました篠原彰治でござい

ます。新城支所長と牛根支所長を兼務しており

ます。あわせて、選挙管理委員会事務局長を拝

命しております。どうぞ、よろしくお願いいた

します。 

○水道課長（森永公洋）  おはようございます。

水道課長を拝命いたしました森永です。よろし

くお願いいたします。 

○会計課長（野村宏治）  おはようございます。

会計管理者兼会計課長を拝命いたしました野村

でございます。よろしくお願いいたします。 

○水産商工総括監（三橋謙一）  おはようござ

います。４月１日付で水産商工総括監に拝命い

たしました三橋謙一と申します。よろしくお願

いいたします。 

 私、水産庁からの派遣でございます。ブリ・

カンパチをはじめとします本市の産品の販路拡

大並びに新型コロナウイルス感染拡大の対策支

援などに取り組みまして、本市の発展のために

尽くしてまいります。皆様、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

   △開  議 

○議長（篠原則）  これより、本日の会議を

開きます。 
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 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（篠原則）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において、堀内貴志議員、感王寺耕

造議員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（篠原則）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る22日、議会運営委員会が開催され、協議

がなされた結果、本臨時会の会期を本日から５

月１日までの５日間とすることに意見の一致を

見ております。これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、本臨時会の会期は、本日から５月１日ま

での５日間と決定しました。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から令和２年２月分の出納検査結果

報告がありましたので、写しをお手元に配付し

ておきましたから、ご了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。マスク着用のためにお聞き苦しいと思い

ますけれども、ご了承いただきたいと思います。 

 初めに、令和２年４月１日付、人事異動につ

いて報告いたします。 

 ４月１日現在の職員数は、行政改革大綱の目

標値であります235名以内に対し、233名でござ

います。このほか、再任用職員を21名配置いた

しました。 

 今回の人事異動の大きな特徴といたしまして、

本市の重点施策に対応するため、企画政策課に

新庁舎建設の技術部門を担う庁舎建設総括監を

配置し、また、水産商工観光課に水産庁から職

員を派遣いただき、水産関連の海外商圏等販路

拡大を担当する水産商工総括監を新たに創設し

たところでございます。 

 先ほど自己紹介もありましたが、三橋水産商

工総括監について、簡単にご紹介いたします。 

 総括監は、昭和55年５月１日生まれで、現在

39歳であります。平成17年に農林水産技官行政

職として水産庁に入庁され、以降、貿易、加工

流通などの職務に従事され、本年３月までは水

産庁漁政部加工流通課課長補佐として勤務され

ておられます。 

 特に、静岡県焼津市での地方での勤務経験や

ジェトロ・ニューヨーク事務所での３年間の海

外勤務を経験されるなど、これまで日本の水産

業振興の第一線で活躍されておられます。 

 これまでの経験を活かしていただき、本市の

重点施策であります、水産業をはじめとした海

外商圏等販売拡大など、幅広い分野にご尽力い

ただけるものと考えているところでございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症防止につき

まして、３月議会以降の取り組み状況と今後の

対応等についてご報告いたします。 

 まず、国と県の対応策についてでありますが、

商工業につきましては、国の政策として、令和

２年３月２日に、新型コロナウイルス感染症に

より、経営に影響を受けました中小企業者を対

象に、セーフティーネット保証４号、同月６日

にセーフティーネット保証５号が、さらに、同

月13日には、危機関連保証が令和２年６月１日

までの期間限定で発動されました。 

 この発動を受けまして、水産商工観光課に申

請相談窓口を設け、申請後翌日までには認定が

できるよう対応しているところでございます。 

 ４月24日現在の状況は、相談件数22件、うち

申請件数18件で、認定件数は同数の18件、業種
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別では、商工業者11件、水産業者７件となって

おります。しかしながら、市が認定をいたしま

しても、金融機関からの借り入れとなりますこ

とから、金融機関の審査に基づき、融資の決定

がなされるということになります。 

 金融機関では、過去の借り入れの返済につい

て猶予期間を設けて、新たな返済計画を立てる

ことにより融資が可能であることや、全ての顧

客を訪問し事業者の売り上げの現状等を把握す

るとともに、セーフティーネット保証の周知を

されていると伺っております。 

 今後も、商工業の相談窓口であります垂水市

商工会と連携するとともに、関係機関と情報共

有するなど、迅速な審査認定となりますよう取

り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、水産業につきましては、３月以降国外

への輸出は航空便の減少並びに船便のコンテナ

手配ができないことから、カンパチ・ブリなど、

ほぼ出荷ができない状況となっているのが現状

でございます。 

 また、国内におきましても、４月に入り出荷

量が大幅に減少していることから、養殖魚及び

生けすの管理に係る経費等が増加することが見

込まれ、各漁業者の経営に与える影響を危惧し

ているところでございます。 

 今後も、経営に与える影響を抑えるため、農

林漁業セーフティーネット資金等の借り入れや

国の経済対策関連事業によります支援について

注視するなど、相談窓口であります漁協と連携

を図り、漁業者等への周知に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、国からのマスク配布でございますが、

先行して介護施設等や福祉施設に配布され、本

市には、３月31日、垂水中央病院に医療用の

サージカルマスク3,000枚、４月３日にコスモ

ス苑に布マスク90枚を皮切りに、保育所等の市

内福祉施設や介護施設等においては４月15日ま

でに職員数などに応じた枚数が届いております。 

 今後は第２弾として、介護施設利用者、妊婦

の方々、学校や児童福祉施設及び全世帯を対象

といたしまして、マスクを配布される予定でご

ざいます。 

 次に、県からのマスク配布についてでありま

すが、３月中にマスクが不足する市内グループ

ホーム２施設に対し、３月19日、50枚ずつ配布

があり、入所者や職員の感染防止の徹底をお願

いしたところでございます。 

 なお、鹿児島県指定の社会福祉施設でありま

すコスモス苑及び城山学園についても、それぞ

れ50枚ずつ県から直接配布があったとのことで

あります。 

 次に、本市の対応と取り組み状況について報

告いたします。 

 はじめに、垂水市独自の予防対策、経済対策

についてでありますが、まず予防対策としまし

ては、乳幼児、保育園・幼稚園児、小・中学生

など、1,347名分の布製マスク計2,900枚を地元

企業に発注し、４月21日に、乳幼児以外には１

人２枚ずつ配布したところでございます。 

 また、高校生以上の一般の市民の皆様方にも、

市販されているマスクを１人10枚ずつの13万

1,000枚を５月中に配布したいと考えておりま

す。 

 このほか、経済対策といたしましては、垂水

市商工会長並びに副会長、理事の皆様からのご

意見をいただきまして、市民の消費意欲の喚起

及び市内の資金循環によります商工業の景気回

復を図ることを目的に、「コロナに打ち勝と

う」プレミアム付き商品券を発行したいと考え

ております。 

 内容といたしましては、従来の15％のプレミ

アム率を20％に引き上げ、幅広く市民の皆様へ

購入していただくために、１世帯購入上限を５

万円分として、約4,000世帯の市民の皆様が購

入できますよう、販売総額を２億円と予定して

いるところでございます。 
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 なお、従来、商品券販売に伴い、加盟店が市

商工会へ支払っております手数料の１％につき

まして、商工会員であります加盟店には全額補

助する予定としております。 

 使用期間につきましても、６月から11月と従

来より前倒しして、商工業者の売り上げ増加並

びに景気回復を図るものでございます。 

 なお、販売につきましては、市民の皆様が集

中して購入される状況を回避する対策を図り、

３密にならないよう十分に注意するなど、感染

拡大防止を徹底していきたいと考えております。 

 なお、ただいまご説明いたしました、乳幼児

から中学生までのマスクの購入に要する経費に

つきましては、緊急に対応する必要がありまし

たことから、予備費から充用させていただいて

おります。 

 また、高校生以上のマスク購入費や商品券発

行に伴います予算につきましては、本議会に補

正予算等を上程させていただいているところで

ございます。 

 このほか、本日、国会に提出予定の全国民へ

の一律10万円の給付金などが盛り込まれる政府

の新型コロナウイルス感染緊急経済対策補正予

算が可決されましたら、体制を整え、迅速な対

応に努めたいと考えております。 

 次に、垂水中央病院やコスモス苑をはじめと

する介護施設等におきましては、感染者が発生

すると、施設という特質性から集団感染するリ

スクが大きいため、面会を制限しているとのこ

とでございます。 

 また、県外から帰省された家族の方がいらっ

しゃる利用者には、２週間程度は利用を見合わ

せるなどの対応をとっているとのことでありま

す。 

 さらに、特別養護老人ホームやグループホー

ムなどの重度者の施設においては、全ての方の

面会を禁止し、感染防止の強化を図っておられ

ます。さらに、医療機関におきましては、感染

防止対策の徹底を引き続きお願いしているとこ

ろでございますが、市民の皆様方には受診をた

めらう方もいらっしゃいますことから、医療機

関が行っている感染対策を市民の皆様にしっか

りとお伝えして、不安解消に努めているところ

でございます。 

 また、今年で４年目を迎える「たるみず元気

プロジェクト」健康チェック事業につきまして

は、４月10日に、本市スーパーバイザーであり

ます鹿児島大学医学部大石教授と意見交換を行

いました。 

 大石先生は、感染症の専門家でもあり、鹿児

島県下では、今後、都市部からの学生等の若者

の里帰りにより、夏に向けてピークが広がる可

能性があり、まだまだ予断を許さないとの見解

でありました。 

 元気プロジェクトは双方にとって重要であり、

今後約20年間発展的に継続していく事業であり

ますことから、この事業から感染者を発生させ

ることはあってはなりません。そのためにも、

勇気ある中止という考え方で意見の一致を見、

今年度は中止という決断をさせていただきまし

た。 

 次に、乳幼児健診を含む各種健診等につきま

しては、国の通知に基づき、会場等に消毒液の

設置や密閉・密集・密接の３密を避けるなどの

感染防止対策を行った上で実施することとして

おりますが、垂水市内に感染者が確認されるな

ど、状況が変わった場合は中止等の判断も検討

してまいります。 

 次に、介護保険事業については、介護認定に

必要な訪問調査を行っておりますが、調査員が

感染防止を理由に面会を断られる事例が生じて

きておりますことから、不利益が生じないよう、

臨時的な取り扱いとして認定の有効期間を12カ

月延長する措置をとりました。 

 また、地域で支え合うための支援を行ってい

る地域包括支援センターにおきましては、高齢
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者の方々が感染を恐れる余り、外出の機会が減

っている方もおられますことから、動かないこ

とによる身体や身の回りのことなど、生活動作

が行いにくくならないように、自宅でできる運

動を紹介したチラシを４月16日に配布したとこ

ろであります。 

 今後におきましては、今年度実施できない健

康チェックのかわりに、鹿児島大学と協力のも

と、自宅でできる健康づくりを、あらゆる媒体

を使って発信していく予定でございます。 

 次に、保育所や認定こども園につきましては、

これまでと同様、通常どおりの運営を行ってい

ただいており、常に情報を共有しながら連携し

て対策に努めているところでございます。 

 また、先ほど申し上げました保育園児等への

マスクの配布に加えて、５月中に保育所等や児

童クラブ、障がい者関係施設等の福祉施設18カ

所に対して、マスクの大人用を200枚ずつの

3,600枚、８カ所の施設に子ども用を100枚ずつ

の800枚を配布する予定としているところでご

ざいます。 

 次に、子育て支援センターにつきましては、

利用者からの要望に応え、小・中学校の再開に

あわせて４月６日から時間を短縮して利用を開

始しておりましたが、今回の学校の臨時休業に

より、４月22日から通常の利用を休止している

ところでございます。 

 次に、児童クラブにつきましては、今回の学

校の臨時休業への対応策として、前回と同様４

月22日から、８時から18時までと時間を延長し

て対応しているところでございます。 

 なお、今回につきましても、開所時間が長時

間となりますことから、社会福祉協議会の支援

員の応援をいただきながら、運営を行っている

ところでございます。 

 また、両憩いの家につきましては、４月23日

から臨時休館としており、老人福祉施設や障が

い者支援施設につきましても、引き続き情報を

共有しながら状況把握に努め、速やかな対応が

できるような体制づくりに努めているところで

ございます。 

 次に、学校教育関係につきましては、４月６

日、マスク着用やアルコール消毒等の感染防止

対策、参加者の制限、時間短縮等の工夫を行っ

た上で、各学校において入学式が行われ、小学

１年生88人、中学１年生93人が、新入生として

希望を持って各学校の門をくぐりました。 

 また、各学校におきましては、教室の常時換

気やマスクの着用、うがい・手洗い等を徹底す

るなど、集団感染防止に向けた様々な取り組み

を講じた上で、６日より学校を再開し、令和２

年度の教育活動が進められております。しかし

ながら、16日、国が緊急事態宣言の対象地域を

全都道府県に拡大したこと、県からの臨時休業

の協力要請があったことを受け、本市におきま

しても、児童生徒の健康・安全を第一に考え、

全小・中学校を対象に、４月22日から５月６日

までの期間を一斉臨時休業とし、その間30日を

臨時登校日としているところでございます。 

 各学校では、休業前に自宅での過ごし方や家

庭学習課題について丁寧な指導を行うとともに、

市から児童生徒に１人２枚ずつ布製マスクを配

付し、臨時休業に入りました。 

 また、臨時休業期間中の子どもの居場所確保

につきましては、放課後児童クラブでの時間を

延長しての受け入れ、やむを得ない状況のある

児童生徒については、学校においても受け入れ

を行っております。あわせて、自校の児童生徒

の運動機会確保のため、校庭の開放も行ってお

ります。 

 今後につきましては、全国や県での感染者の

状況、国や県の方針、近隣市町の動向を踏まえ、

適切に対応してまいります。 

 また、社会教育・体育施設におきましては、

学校の臨時休業にあわせ、市立図書館を除き、

市民館や各地区公民館を含め、全施設の閉館措
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置を行ったところでございます。社会教育課主

催の事業につきましても、イベント等を中止・

延期するとともに、施設利用者に対しましても、

各種会合等の中止や延期の依頼を行い、ご理解

をいただいているところでございます。 

 また、学校の臨時休業期間中における児童生

徒の安全確保や犯罪被害防止等のために、社会

教育課内の青少年育成センター相談員による市

内巡回を行うとともに、各地区の青少年育成指

導委員へも、見守りや声かけ等の活動を行って

いただくよう要請を行ったところでございます。 

 次に、市職員の感染予防策につきましては、

出勤前の健康チェックや当面出張を見合わせる

などの職員の行動指針を示し、改めて職員の感

染予防について徹底を求めるとともに、１階窓

口の一部に、職員による飛沫防止用のパネルを

設置し、環境の改善も図っているところでござ

います。 

 さらに、感染症の蔓延防止策として、試験的

に本日から時差出勤を可能とする取り組みを始

めているところでございます。 

 また、緊急時の業務継続につきましては、平

成26年に策定した垂水市業務継続計画の非常時

優先業務計画をもとに、市役所内で感染者が発

生した場合などの業務体制の確保に備えている

ところであります。 

 このほか、市役所の取り組みについてであり

ますが、市内の企業や飲食店への支援策といた

しまして、物販の購入やテイクアウトメニュー

の注文、また、鹿児島黒牛の注文を募るなど、

購入促進に努めているところでございます。 

 終息が見えない現状において、今後も様々な

知見の活用とあらゆる情報を収集し、市民の皆

さんが罹患することがないよう啓発を強化する

とともに、スピード感を持って対策等を講じて

まいりたいと考えております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第２号～報告第６号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第４、報告第２号か

ら日程第８、報告第６号までの報告５件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

報告第２号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和元年度垂水市一般会計補正予

算（第７号）） 

報告第３号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（垂水市報酬及び費用弁償条例の一

部を改正する条例） 

報告第４号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（垂水市介護保険条例の一部を改正

する条例） 

報告第５号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（垂水市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例） 

報告第６号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（垂水市税条例等の一部を改正する

条例） 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  報告を求めます。 

○財政課長（濵 久志）  報告第２号専決処分

の承認を求めることについてご説明申し上げま

す。 

 特別交付税の確定等により、市有施設整備基

金の積み立ての執行に急施を要しましたので、

令和２年３月31日に、令和元年度垂水市一般会

計補正予算（第７号）を地方自治法第179条第

１項の規定により専決処分し、同条第３項の規

定によりご報告を申し上げ、承認を求めようと

するものでございます。 

 補正の主な内容でございますが、令和元年度

の特別交付税等の交付額の確定やふるさと応援

寄附金の見込み額が増加したことから、確定額

等にあわせまして歳入を増額し、市有施設整備
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基金及びふるさと応援基金の積立金に予算措置

をしたものでございます。 

 また、年度内に事業完了できないため、やむ

を得ず繰り越す事業についての繰越明許費の補

正も同時に行うものでございます。 

 今回、歳入歳出とも２億7,545万6,000円を増

額いたしましたので、これによります補正後の

歳入歳出の予算額は134億8,641万円になります。 

 補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

の第１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとおり

でございます。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表、繰越明許費の補正でございます。 

 土木費のがけ地近接等危険住宅移転事業は、

３月の国の交付決定を待っての実施となったた

め、工期をとれず、繰り越しとなったものでご

ざいます。 

 教育費の垂水小学校プール改修事業は、当初

予定していた防水塗膜材が廃盤となっており、

再度、工法等を検討したことにより、繰越事業

となったものでございます。 

 柊原小学校プール更衣室建設事業は、更衣室

新築予定敷地との隣接境界線が筆界未定となっ

ていたため、地権者の了承を得るのに時間を要

したため、繰越事業となったものでございます。 

 続きまして、歳出の事項別明細でございます

が、８ページをお開きください。 

 ２款総務費１項総務管理費８目財産管理費の

積立金は、市有施設整備基金への積立金でござ

います。同じく18目ふるさと納税制度事業費の

積立金は、ふるさと応援基金への積立金でござ

います。 

 次に、６款農林水産業費１項農業費１目農業

委員会費の報酬は、農地利用最適化交付金事業

に係る農業委員及び農地利用最適化推進委員の

報酬増に伴う増額補正でございます。 

 これに対する歳入は、戻りまして７ページの

歳入明細にありますとおり、固定資産税、自動

車重量譲与税、子ども子育て支援臨時交付金、

特別交付税、農林水産業費県補助金、ふるさと

応援寄附金を増額補正して収支の均衡を図って

おります。 

 以上で報告を終わりますが、ご承認いただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○農業委員会事務局長（森 秀和）  報告第３

号専決処分の承認を求めることにつきまして、

ご説明申し上げます。 

 国の農地利用最適化交付金の予算化に伴い、

平成29年９月に、垂水市報酬及び費用弁償条例

に農業委員及び農地利用最適化推進委員の年額

報酬を、農地利用最適化交付金事業実施要綱に

基づき、実績加算額を基本額と同額の24万円以

内で設定しておりましたが、両委員の積極的な

活動による農地集積面積、及び遊休農地の解消

面積が増加したことにより、実績加算額が24万

円を超過することとなりました。 

 両委員への報酬支払いに急施を要したため、

垂水市報酬及び費用弁償の一部を改正する条例

を地方自治法第179条第１項の規定により専決

処分とし、公布の日から施行しているところで

ございます。そのため、地方自治法第179条第

３項の規定に基づきご報告申し上げ、承認を求

めるものでございます。 

 それでは、改正の内容につきまして、新旧対

照表によりご説明申し上げます。 

 別表第２条関係の農業委員会会長、農業委員

会会長代理、農業委員会委員、農地利用最適化

推進委員の項中、「24万円以内で実績加算額と

して、市長が定める額」を「成果及び活動の実

績に応じて、予算の範囲内において市長が定め

る額」に改めたものでございます。 

 次に、附則でございますが、この条例は公布

の日から施行しております。 

 以上で、垂水市報酬及び費用弁償の一部を改

正する条例の専決処分について報告を終わりま
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すが、ご承認いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○保健課長（草野浩一）  報告第４号専決処分

の承認を求めることについて、ご説明申し上げ

ます。 

 介護保険法施行令の一部を改正する政令が、

令和２年３月30日に公布され、同年４月１日に

施行されたことに伴い、令和２年度の介護保険

料の賦課に急施を要しましたので、令和２年３

月31日に、垂水市介護保険条例の一部を改正す

る条例を、地方自治法第179条第１項の規定に

より専決処分し、同条第３項の規定によりご報

告申し上げ、承認を求めようとするものでござ

います。 

 今回の改正内容でございますが、平成27年度

から実施しております所得段階、第１段階の低

所得者への保険料の軽減措置を、令和元年度は

令和元年10月の消費税10％の引き上げにあわせ

て、第２段階及び第３段階の方々も追加し、完

全実施までの２分の１の減額となる一部実施し

ておりましたが、今般、令和２年度からの消費

税率10％引き上げの満年度化に伴い、保険料軽

減を完全実施することとなるため、条例を改正

したものでございます。 

 それでは、新旧対照表をご覧ください。 

 介護保険法施行令の一部改正により、第２条

第２項から第４項中、「平成31年度」を「令和

元年度」に、「平成32年度」を「令和２年度」

に改め、同条第２項中第１号の第１段階保険料

額「２万5,650円」を「２万520円」とし、第３

項中第２号の第２段階保険料額「４万2,750

円」を「３万4,200円」に、第４項中第３号の

第３段階保険料額「４万9,590円」を「４万

7,880円」と改めたものでございます。 

 なお、附則につきましては、令和２年４月１

日からの施行期日を規定しており、経過措置と

いたしまして、改正後の本条例第２号の規定に

つきましては、令和２年度分の保険料から適用

し、令和元年度以前の年度分の保険料につきま

しては、従前の例によるものとするものでござ

います。 

 以上で報告を終わりますが、ご承認いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

○市民課長（篠原彰治）  報告第５号専決処分

の承認を求めることについて、ご説明申し上げ

ます。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令が、令

和２年３月31日に公布され、令和２年４月１日

から施行されたことに伴い、令和２年度の国民

健康保険税の賦課に急施を要しましたので、地

方自治法第179条第１項の規定により、垂水市

国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、

令和２年３月31日に専決処分し、４月１日から

施行いたしました。 

 このことにつきまして、地方自治法第179条

第３項の規定により報告を申し上げ、承認を求

めようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容を新旧対照表でご説明

申し上げます。 

 下線を引いたところが、改正部分でございま

す。 

 第２条第２項は、国民健康保険税の基礎課税

額の上限を「61万円」から「63万円」に、第２

条第４項介護納付金分の上限「16万円」を「17

万円」に引き上げております。 

 第23条第２号は、５割軽減の基準について被

保険者数に乗ずる金額を「28万円」から「28万

5,000円」に、同条第３号は２割軽減の基準に

ついて被保険者数に乗ずる金額を「51万円」か

ら「52万円」に引き上げるもので、これらの改

正により、国民健康保険税の軽減対象の範囲を

拡大し、所得の少ない被保険者世帯の負担軽減

を図るものでございます。 

 附則第５項及び第６項は、土地基本法等の一

部を改正する法律にあわせて改正するもので、

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
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の特別控除制度の創設により、第35条の３第１

項を加えるものでございます。 

 以上で報告を終わりますが、ご承認いただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○税務課長（橘圭一郎）  報告第６号専決処分

の承認を求めることにつきまして、ご説明申し

上げます。 

 令和２年度税制改正の大綱を受け、地方税法

等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一

部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を

改正する省令が、令和２年３月31日にそれぞれ

公布され、同年４月１日から施行されたことに

伴いまして、令和２年度の市税の賦課に急施を

要しましたので、垂水市税条例の一部を改正す

る条例を地方自治法第179条第１項の規定によ

り専決処分とし、４月１日から施行したところ

でございます。 

 そのため、地方自治法第179条第３項の規定

に基づき、ご報告申し上げ、承認を求めようと

するものでございます。 

 今回の市税条例の改正につきましては、令和

２年度の地方税制の改正に伴う文言修正が主で、

法律改正にあわせて改正を行ったものでござい

ます。 

 お手元の新旧対照表により、ご説明申し上げ

ます。 

 ２ページをご覧ください。 

 内容の改正につきましては、第54条の固定資

産税の納税義務者等で、第４項及び第５項にお

いて、災害等により不明となった所有者にかわ

り、使用者を所有者とみなし賦課し、その旨を

通知するための条文の追加でございます。 

 ５ページをお開きください。 

 第74条の３の現所有者の申告の申告書の提出

義務に関する条項及び条文の追加と、下段の第

96条たばこ税の課税免除における条項の追加と

条文修正でございます。 

 その他の改正につきましては、内容について

の変更はなく、法律改正に伴う字句、及び条例

の項ずれ、並びに改元に伴う年度の改正でござ

います。 

 なお、６ページ以降の附則において、７ペー

ジの第８条及び、12ページの第17条の２の期間

の差につきましては、租税特別措置法の適用期

限をそれぞれ３年間延長することに伴い、改正

するものでございます。 

 以上で、垂水市税条例の一部を改正する条例

の専決処分についてご報告を終わりますが、ご

承認いただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○感王寺耕造議員  １点だけ教えていただきた

いんですけども、補正予算第７号ですね。歳出

の部分で、６款農林水産業費、農業委員会費と

いうことで、報酬ですね、あるわけですけれど

も。私の記憶によりますと、会長さんが１名、

会長代理が１名ということだと思うんですよね。

その会長が18万8,000円ですか、会長代理が31

万ということで、何かこうちょっと理解に苦し

むんですけども、何か特段の理由があったのか。

報酬の中身ですね、その点がちょっと不可解な

もんですから、その点だけちょっと教えてくだ

さい。 

○農業委員会事務局長（森 秀和）  ただいま

のご質問にお答えいたします。 

 今回、費用弁償の条例改正につきましては、

加算額の部分を条例改正を行っております。農

地利用最適化交付金は、農地利用最適化のため

に農業委員及び推進員の費用弁償として充てら

れるものでございます。 

 今回、先ほどご説明したとおり、上限額24万

円を超えたことから、条例改正を行ったところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありませんか。 
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○持留良一議員  令和元年度一般会計補正予算

に１点だけ、今回も財政管理費、目がやはり施

設整備基金という形で積み立てられています。 

 私は、こういう状況の中、いわゆる新コロナ

対策問題等も含めて、ある意味では、そこの部

分のこの地方特別交付税の財源として活用する

ことは、検討課題には上らなかったのかという

のは一つあります。 

 やっぱり緊急性、なおかつ、先ほど市長が言

われたとおり、そういう、早急的な対応が求め

られているんだと。財源的にもまだ今後、国が、

まだ仮称ですけども、地方創生特別交付金とい

うのを出して、当面は１兆円ですけども、それ

が自由に使っていいような形になっていくと思

うんですが。そうなってきたとき、やっぱり財

源の問題の中で、緊急性、いわゆる自粛と補償

は一体という視点から考えたときに、そのあた

りの財政的な面で、それを優先させるというこ

とは判断の一つとしてあったのではないかなと

いうふうに思いますが、この点について一つお

聞きしたいというふうに思います。 

 それと、あと、国民健康保険税条例の一部を

改正する条例は、先ほど出されました。本当、

負担額の上限がまた３万円ほど増えるというこ

ともあり、一方では、２割・５割の減少の対象

枠が広がるということがあり、ある意味ではそ

この部分が救済されるということで、基本的に

は理解できると思うんですが、この２割・５割

の対象者はどのくらいいらっしゃるのか。この

枠が広がることによって、どのぐらいの対象者

になるのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

 それから、あと、市税条例等の一部を改正す

る条例案、先ほど課長のほうで詳しく説明があ

った、１点だけ。54条の第４項、５項、ここの

中で使用者を所有者とみなし、固定資産税台帳

に登録した者に固定資産税を課することができ

るというような形であるんですけれども、この

ことによって、その問題等が起きる、もしくは、

その問題が起きたときに対処する方法というの

は検討されているのか、もしくはそういうこと

はもうないという前提なのか、そういう不服も

含めて、そのあたりの対応はどうなのかとお聞

きしたいと思います。 

○財政課長（濵 久志）  持留議員の特別交付

税の基金積み立ての考え方についてお答えいた

します。 

 特別交付税につきましては、毎年度、交付額

に変動が見られます。当初予算において過剰に

予算措置をすることはできませんので、過去の

交付額を参考に予算措置しているところでござ

います。各年度、災害等の状況に応じて交付額

が確定した段階で、その予算額との超過額につ

きましては、市有施設整備基金もしくは財政調

整基金に積み立てる形で予算執行を行っており

ます。 

 今回、市有施設整備基金に２億5,160万の補

正を計上して積み立てたわけですが、基本的に

は新庁舎建設に向けての積み立てということで、

少しでも基金を積み立てて将来の負担を少なく

しようという考えで積み立てに優先をしたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○市民課長（篠原彰治）  持留議員の垂水市国

民健康保険税条例の一部を改正する条例につき

ましてのご質問にお答えします。 

 令和２年度の国保税の課税は、７月１日に確

定しますので、令和元年度の本算定時における

被保険者情報による試算でお答えします。 

 まず、２割軽減の基準額が引き上げられたこ

とにより、これまで軽減対象外であった世帯の

中で、新たに２割軽減となる世帯数は11世帯で

ございます。影響額については22万1,640円と

なります。 

 次に、５割軽減の基準額が引き上げられたこ

とにより、これまで２割軽減であった世帯の中
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で、新たに５割軽減となる世帯数は４世帯でご

ざいます。影響額については８万2,680円とな

ります。 

 以上でございます。 

○税務課長（橘圭一郎）  ご質問の固定資産税

の納税義務者についての使用者の部分でござい

ますが、この条文につきましては、あらかじめ

通知をすると。使用者について所有者が不明の

場合は、あらかじめ使用者のほうに通知をして

というふうなことでございますので、一応その

使用者の方が、このことについての相談等があ

り得るだろうと思いますので、その際にいろい

ろと整備ができるものと考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  補正予算なんですけども、こ

れはちょっと市長にお聞きしたいんですけども。

市長もいろいろ、先ほどコロナ関係での対策、

そしてまた商工会との協議等も含めて、大変苦

労されて今日まで来られてると思うんですね。

我々がこれまで経験のない事態の中で取り組み

をされていると思います。ある意味では手探り

状態もあっただろうというふうに思います。し

かし、私たちも実態の中でアンケートなんかも

とらせていただく中で、やはり特に飲食関係で

すね。先ほどテイクアウトの関係でも、市のほ

うでそれに協力をされているということでした

けども、この間も悲痛な叫びがずっと続いてい

たんですね、２月ごろから。もう店を閉めた方

もいらっしゃると。 

 そういう中で、やはりそれに対応する予算措

置というのは、従前にいろいろ検討もあっただ

ろうと思うんです。そこのところを救済しない

と予防策にもつながらないんじゃないかという

のが全国共通の一つの考え方だと思うんですね。

その中で、この予算措置が、特別交付税がされ

た中で、その形で市長のほうとして考え方はな

かったのか。先ほど考え方、示されなかったも

のだから、市長のほうでお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  本来であれば、今年はオ

リンピックあるいは国体ということで、皆さん

が元気にいろんな意味で活動していく時期なん

だと思いますけれども。令和２年に入りまして

から、１月27日に、これまで経験したことのな

い農地の被害ということがありまして、過去に

例のないほど、できることはやろうということ

で、そのように対応させていただいたというふ

うに思います。 

 今回、コロナウイルス対策、もっと市ででき

ることをやるべきではないかという意味合いだ

というふうに思います。大きな流れの中で、国

や県、権限も含めて予算措置できること、でき

ないことがあると思います。 

 そういった中におきまして、先ほど報告させ

ていただきましたように、まずはやっぱり予防

に力を入れるということに関しましては、マス

ク・消毒の部分ですね。どこよりも早くそのよ

うな対応をさせていただきました。きょう、お

越しいただいているマスコミ各社にも取り上げ

ていただいて、きょうは、「あさチャン！」と

いう全国ネットでも放送されたようであります

ので、それは一定の、市としての対応の評価だ

というふうに理解しています。 

 また一方で、長期化することに対しての経済

対策ということで、大きな支援というのは限界

がありますけれども。我々は商工会の代表の

方々とお話をして、例えば例年10の売り上げが

あるところを、コロナの影響で半分になってい

ると、この足らざるをどうやって補っていくか、

少しでもということが大事だというふうに思い

ます。時間の経過とともに、国や県の支援はあ

ると思いますけれども、当面どうやっていくの

かということで、現場の方々と話し合いをさせ

ていただいて、プレミアム率を上げて、早急に

地元で使えるような対策をしましょうというこ

とであります。 

 その他もろもろ、先ほど申し上げたようなこ
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とでありますけれども、これで終わりというこ

とではなくて、長期戦覚悟でありますから、必

要に応じて議会の先生方のご了解いただきなが

ら、また提案をいただきながら、やるべき対策

は市として最大限頑張るということであります。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。報告第２号から報告第６

号の報告５件は、会議規則第37条第３項の規定

により、委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、報告第２号から報告第６号の報告５件は

委員会の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。日程第４、報告第２号か

ら日程第８、報告第６号までの報告５件を承認

することにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、報告第２号から報告第６号までの報告５

件は、いずれも承認することに決定しました。 

   △議案第30号上程 

○議長（篠原則）  日程第９、議案第30号垂

水市役所の位置を定める条例の一部を改正する

条例案についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第30号垂水市役所の

位置を定める条例の一部を改正する条例案につ

いて、垂水市役所の位置を定める条例の一部を

改正する条例案は、地方自治法第74条第１項の

規定に基づく直接請求により、現在の市役所の

位置を新庁舎建設予定地に変更する条例の制定

を求めるものでございます。 

 条例制定や改廃等の直接請求があった場合に

は、その請求の内容を十分に確認した上で意見

を付することとされておりますことから、今回、

この条例改正案を市議会に提案するに当たり、

私の意見を申し上げたいと思います。 

 初めに、直接請求制度と条例制定請求の要旨

でございます。 

 直接請求制度は、地方自治法第74条第１項の

規定により、普通地方公共団体の議会の議員及

び長の選挙権を有する者の総数の50分の１以上

の者の連署をもって、その代表者から普通公共

団体の長に対し、条例の制定または改廃の請求

を行うもので、市民の皆様に、直接、市政参加

を与える直接民主制の制度の一つでございます。 

 今回の条例制定請求でございますが、地方自

治法の手続により、法で定められた50分の１以

上を上回る1,001名の署名があり、条例改正案

が添えられて、私に対して、条例制定の請求が

行われました。 

 今回、請求のあった条例制定請求の要旨には、

議会に本体工事予算を上程する前に、条例を議

会で審議することが法第４条を守り、法にのっ

とった市政運営を行うことになると考える。よ

って、私たちは市庁舎位置変更条例を早期に議

会に諮るために、本請求を行うと記載されてお

ります。しかしながら、直接請求の要旨がどう

であれ、法が求める本来の直接請求制度の趣旨

からすれば、あくまでも条例の制定を求めた行

為であると受けとめております。 

 また、請求の要旨には、条例改正案の提案時

期について、「建設予定地決定時に条例を議会

に諮るべきだった。それにもかかわらず、市長

は民意を問うこともせず、議会への条例上程を

行わないまま計画を進めている。このようなや
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り方は法の趣旨を踏みにじるものだ」との記載

がございます。 

 この条例改正案の提案時期は、地方自治法第

４条の行政実例において、市町村の事情により

建設着工前でも完了後でも差し支えないとされ

ており、私といたしまして、これまで議会答弁

において、提案時期については様々な考えがあ

りますことから、慎重に判断したいと申し上げ

てまいりました。 

 このようなことから、今回はこれまでの私の

考えとは異なり、時期尚早ではないかと考えて

おりますが、結果的に市民の皆様の直接請求と

いう形で、条例改正案を提案することとなりま

した。 

 現在進めている新庁舎建設事業においては、

市役所の事務所の位置を定める条例を制定する

ことは非常に重要でございます。条例改正案を

提案した以上、可能な限り説明を尽くし、条例

改正案を可決していただく必要があると考えて

いるところでございます。 

 次に、新庁舎建設事業について、事業の必要

性と建設候補地決定の考え方について、ご説明

いたします。 

 新庁舎建設事業は、築60年以上が経過し、新

耐震基準を満たしておらず大変危険であり、防

災拠点としての機能を有していないことから、

早急に進めなければいけない事業として、議員

の皆様も十分ご理解いただいていることと思い

ます。 

 こういったことから、平成24年２月に垂水市

新庁舎建設等庁内検討委員会を設置し、平成28

年度に本格的に事業に着手しましたが、事業を

進めるに当たっては市民の皆様のご意見を参考

にしながら、安全性や市財政への影響を考慮す

るなど、総合的・専門的視点で進めていく方針

を事前に議会や市民の皆様にお示しし、基本構

想や基本計画を策定してまいりました。 

 特に、基本計画に盛り込まれる建設候補地に

ついては、市民の利便性、計画の経済性と実現

性、安全性、まちづくりとの整合性という４つ

の評価項目を定め、内部評価や外部委員による

外部評価を実施し、その結果をパブリックコメ

ントにかけるという手続で行ってまいりました。 

 このような公平かつ透明性のある手続により、

議会においても設計業務に関する予算、地質調

査に関する追加予算をご審議の上、議決いただ

き、現在、実施設計業務が終了したところでご

ざいます。 

 庁舎建設事業に対して、様々な考え方がある

ことは十分承知しているところでございますが、

市として建設候補地の決定に当たり、総合的・

専門的な見地から判断を行った上で、公平性・

透明性にも配慮し、行ってまいりました。 

 市民の皆様に対しては、これまで広報誌に18

回にわたり必要な情報の掲載を行い、車座座談

会については合計44回、延べ962人の市民の皆

様にご参加いただき、疑問や不安の解消に努め

てきたところでございます。 

 また、基本計画の説明会や設計事業者の説明

会及び基本設計案に対する説明会を開催し、さ

らには、基本計画案や基本設計案に対するパブ

リックコメント等も実施するなど、民意の反映

に努めてまいりました。 

 今後も引き続き、新庁舎建設事業に対する情

報提供を行い、ご理解いただけるように努めて

いきたいと考えております。 

 新庁舎建設事業は、垂水市民の安心安全を守

る非常に重要な事業でございますが、一方で、

市財政への影響についても十分配慮していかな

ければなりません。現計画を見直すこととなり

ますと、建設が少なくとも５年以上も遅れるこ

とになると考えられ、現計画で活用している有

利な地方債が活用できず、また、建設費につい

ても資材や労務費の上昇が考えられますので、

遅れれば遅れるほど、市財政への影響が非常に

大きくなることが予想されます。また、何より
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相当の期間、市民の皆様や職員を危険にさらす

ことになります。 

 以上のことからも、市民の安心安全を守る新

庁舎建設を計画的に進めていくために、本条例

を可決していただく必要があるものと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  今臨時会に上程されてお

ります議案第30号垂水市役所の位置を定める条

例の一部を改正する条例案については、地方自

治法第74条第４項の規定により、条例制定請求

代表者に意見を述べる機会を与えることになっ

ております。 

 お諮りします。意見を述べる機会については、

本日午前11時30分から、本議場において、条例

制定請求代表者３人以内とし、意見を述べる時

間を全体で30分以内としたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、意見を述べる機会については、本日午前

11時30分から、本議場において、条例制定請求

代表者３人以内とし、意見を述べる時間を全体

で30分以内とすることに決定いたしました。 

 なお、地方自治法施行例第98条の２第１項の

規定により、条例制定請求代表者に対し、ただ

いま議決した事項を通知するとともに、告示及

び公表をいたします。 

 ここで、告示及び公表手続のため、暫時休憩

いたします。再開は、11時30分から再開いたし

ます。 

     午前11時07分休憩 

 

     午前11時30分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 これより、地方自治法第74条第４項の規定に

より、条例制定請求代表者の意見陳述を行いま

す。 

 意見陳述者は、池之上誠氏の１名であります。 

 なお、意見陳述者の方に申し上げます。 

 意見陳述の時間は、全体で30分以内となって

おりますので、ご留意をお願いいたします。 

 それでは、池之上誠氏の登壇の上、意見陳述

をお願いいたします。 

   ［条例制定請求代表者池之上誠登壇］ 

○条例制定請求代表者（池之上誠）  皆さん、

おはようございます。新庁舎建設を考える会共

同代表者の池之上誠です。 

 昨年12月に、中国武漢において突如始まった

コロナ禍によって、今、世界が激変し、想像だ

にしなかった事態になっております。このよう

な大変な時期に、意見陳述の機会をいただいた

議会の皆様、直接請求に係る業務を行っていた

だいた職員の皆様に、この場を借りて御礼申し

上げます。ありがとうございます。 

 市庁舎位置変更条例制定に関する直接請求に

当たり、同じく共同代表者の池田稔也氏並びに

村山芳秀氏の代表として意見陳述させていただ

きます。しばらくの間、おつき合いいただきま

すようお願い申し上げます。 

 想像もしなかったことが起こる世の中で、想

像できることは大抵起こると言われております。

今の新庁舎建設計画は、想像され得ることでも

多くの課題があります。私たち新庁舎建設を考

える会は、当初より「新庁舎、海辺でいいの」

を掲げてきました。建設候補地に対する安全性

や建設計画の妥当性などに疑問があり、それを

問うものであります。 

 また、新庁舎建設計画に対する市民の関与が

あり、民意のもとになされているか、という大

きなテーマもありました。新庁舎の位置という

ものは、どこの自治体でも論争となることは周

知の事実です。 

 この直接請求によって当会が問題としている

ことは、新庁舎の位置は市長が決めたものを、
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市民が追認すべきものなのか、あるいは市民が

何らかの関与をして主体的に決めるべきものな

のかということです。 

 もちろん、当会は庁舎位置は市民が主体的に

決めるべきだとの立場です。これまで市長が言

われてきた、市長の考え方は市民の理解が得ら

れているということが真実であれば、何ゆえ、

今、建設推進の立場の方々が自分たちで庁舎位

置を決めたいと言って直接請求を行うのでしょ

うか。そのことは、当会を含めて、市民は庁舎

位置を自ら主体的に決めたいと考えているとい

うことではないでしょうか。 

 しかし、市長は意見書の中で、私の考えとは

異なると述べ、議会でも執行部答弁として工事

予算の確定以降に慎重に判断すると答弁してい

ることから、庁舎位置は市長が決めたものを市

民が追認すべきものだと考えているということ

がわかります。 

 そもそも意見書の「時期尚早」、この部分は

意見書の最も肝心なところですが、「これまで

の私の考え」とどのように異なるのか述べてい

ないのでわかりません。なぜ時期尚早なのか説

明が全くないので、全くもって意味不明でわか

りません。しかし、今回は、「これまでの私の

考えとは異なり、時期尚早ではないかと考えて

おります」と述べられていることから、市民の

考えとは反対の立場に立っているということだ

けはわかりました。 

 当会は、新庁舎建設に当たって建設場所をは

じめ、民意を明らかにすべきだと幾度となく働

きかけてきました。そのため、当初、市民アン

ケートを実施すべきだと問いましたが、市長は

これを拒否しました。 

 昨年12月には、住民投票条例制定を求める会

が庁舎位置に関しての民意を明らかにするため

に直接請求を実施しましたが、市長はその意見

書内で必要ないと言われました。 

 昨年５月と本年２月には、本会が庁舎位置の

変更条例をまずは議会で議決するべきだという

公開質問状を提出しましたが、昨年５月には回

答を拒否し、２月に関しては、これまで議会で

答弁しているから議事録を見なさいと言って、

やはりこれを拒否しました。 

 議会においても、幾人もの議員が幾度となく

位置変更条例の審議をするべきだとただしてき

ましたが、その都度、慎重に判断すると述べ、

庁舎位置は審議されてきませんでした。 

 国会でも、地方議会においても、通常の表決

は原則、過半数の賛成で議決されます。しかし、

庁舎位置はその重要性から３分の２以上の賛成

が必要です。国会においては、３分の２以上の

賛成が必要な議決は、議員の除名や衆議院の法

律案の再可決、憲法改正の発議などです。 

 地方議会では、市長の不信任議決、秘密会の

開催、そして庁舎位置を定める条例など、ごく

限られた大変重要で重い事項のみです。庁舎位

置というのは、地方自治法においても、全部で

319条ある条文の中の第４条に置かれており、

法律においても、条文の順番からも、庁舎位置

の重要性と庁舎位置変更手続の重さが示されて

います。だからこそ、庁舎位置に対する市民の

関与というのは大変重要になってくるのです。 

 市長は、意見書の中でも、「市民に対して広

報誌掲載や車座座談会を行い、市民に説明し、

パブリックコメントを実施することによって民

意の反映に努めた」と言っています。しかし、

広報誌や車座座談会は市長からの一方的な説明

ではなかったでしょうか。そして、パブリック

コメントも「政策の賛否を問うために行うもの

ではありません」と市のホームページに明記さ

れています。 

 また、昨年12月に議決された住民投票条例案

も否決され、これまで庁舎位置に対する市民の

直接的関与はありません。それでは、議会でそ

の関与があったのかというと、議員の皆様ご承

知のように、これまで庁舎位置の変更条例は上
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程されていません。このことから、議会を通し

ての市民の間接的関与もありませんでした。 

 市長は、意見書で条例改正案の提案時期は、

地方自治法第４条の行政実例において、市町村

の事情により建設着工前でも完了後でも差し支

えないとされており云々と述べておられますが、

同法の逐条解説には、本条第２項の趣旨からす

れば、建設着工前に行うことが適当であるとし

ています。そのことは理解しておられると考え

ております。 

 庁舎位置というのは、これまで、ここで述べ

てきたように、住民にとって大変重要で重たい

手続です。だからこそ、この議案の提出時期は、

単なる手続問題ではありません。37億円もの建

設予算を執行してから、移転しますか、しませ

んか、と議会に諮るなどということが、法の趣

旨に反することはもとより、これだけ市民の間

で庁舎位置の意見が割れている中で、私たち垂

水市民一人一人に対する市長の政治姿勢として、

市民の理解が得られる姿勢だとは到底考えられ

ません。 

 市長はこれまで、議会を含め様々な場で、二

元代表制のルールの中でと述べてこられました。

そうであるならば、示された議決結果に従い、

今回の位置変更条例案が議決されれば、建設を

進めればよし、否決されたら、その結果に従い、

建設候補地を見直さなければなりません。それ

が二元代表制のルールの中で決まった結果であ

り、垂水市の意思であり、民意であります。 

 市民を代表する市議会が、海辺のすぐそばで

はだめだと決めた場合には、６月議会及びそれ

以降も旧フェリーターミナル駐車場跡地を前提

とした本体工事予算案を提出することは、許さ

れるはずがありません。それは、議会の意思、

ひいては市民の意思を踏みにじることになりま

す。ましてや、この結果を無視して工事予算を

押し通し、本体工事に着手するなどということ

は、到底許されません。 

 当会は、海辺のすぐそばに新庁舎を建設する

ことには反対です。ここまでの市長の政治姿勢

を見てきましたが、市民の声に耳を貸そうとせ

ず建設に突き進み、本体工事予算を先行して押

し通そうとしているのではないかと判断しまし

た。 

 新庁舎の位置は市民が主体的に決めるべきだ

との考えから、本体工事予算が上程される前に

二元代表制における、より市民の身近な代表で

ある市議会において、この位置変更条例をご審

議いただきたいとの考えから、今回の直接請求

に至った次第です。 

 この趣旨にのっとり、今回の署名収集活動期

間、わずか11日間にもかかわらず、1,000筆余

りの署名が寄せられたこと。このことは、多く

の市民が市長及び執行部が進めている建設候補

地に対して疑問と不安を持ち、納得していない

ことのあらわれでもあると考えます。 

 議員各位におかれましては、これらのことを

踏まえ、慎重に審議して採決をいただきますよ

うお願い申し上げまして、意見陳述とさせてい

ただきます。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  以上で、条例制定請求代

表者の意見陳述を終わります。 

 意見陳述者の方は、ここで退席をお願いいた

します。 

 ここで暫時休憩いたします。次は、午後１時

10分から再開いたします。 

     午前11時48分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、市長のほうに質疑

したいと思います。 
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 今回の意見書の特徴は、一つには、方針の、

ある意味、転換ではないかなというふうに思い

ます。 

 二つ目は、今後の成立、今後というのは、今

回、採決されるかわかりませんけれども、今後

の成立に向けての姿勢も、取り組み方も示され

たというふうに思います。これが、今回の意見

書の特徴ではなかったかなというふうに思いま

す。 

 その中で、４点にわたって質疑をさせていた

だきたいと思います。 

 市長は、要旨はどうであれ、今回の直接請求

については受けとめて、これに対して提案して

くるというような形で直接請求をとらえていら

っしゃいました。私たちも、若干、違和感があ

る点があります。従来の直接請求、いわゆる直

接請求の目的とは何なのかという考えたときに、

若干、違和感はあるんですけれども、市長自身

はどのように受けとめて、また、どういう認識

で要旨はどうあれという形でこの考え方を出さ

れたのか、お聞きしたいというふうに思います。 

 ２点目は、市長のこれまでの考え方と今回の

意見書での内容は、スタンスや内容も違うとい

うふうに思います。今までは、市長は、根拠、

地方自治法の行政の様々な実務等について、そ

この根拠を示されながら、今はそういう時期で

はないということを言われてきました。私たち

もその点については、市長はそういう考え方な

んだと、それを公の場で堂々と示されましたと

いうことで受けとめてきました。 

 しかし、今回の説明、違ってきたと。じゃあ、

その議会での発言の重みはどうなっていくのか

というのが次に出てまいります。私たちはその

ことを重々受けとめながら、市長の発言に対し

て、それだけ対外的にも議会に対してもすごい

重みがあるんだということで受けとめてきたわ

けであります。 

 これまでの考えが異なり、時期尚早であるが

提案することになったということはまさに、今

までの議会での発言を変えたということになり

ます。そうすると、この議会での発言というの

は一体どういうことなんだと。私たちはそれだ

け重みがあり、そういう意味での市長の考え方

というのを、そういう意味での理解はしてきた

つもりでありますけれども、今回、そのことは

変わったと、私たちはそのように考えます。こ

れまでと考えが異なり、時期尚早であるが提案

することになったということで、この時期尚早

も含めて何なのか、議会の発言の重みはどう受

けとめていらっしゃるのか、このことについて

お聞きしたいと思います。 

 ３番目は、採択、不採択、様々あるかと思い

ますけれども、不採択となると、やはり推移的、

また、実際的、実務的にも影響が出てくるのは

当然だというふうに思います。そうなってきた

とき、このことが、いわゆる結果として白紙に

なるのか、こういう認識も一部ではあります。

しかし、実際上は、白紙ではない。また、今回、

市長は再議にかける考え方はないかと、ないと

いうふうに思いますけれども、この影響、政治

的影響、実務的影響というのをどのように考え

ていらっしゃるのかお聞きしたいというふうに

思います。 

 最後、提案した以上、可能な限り説明を尽く

し、可決していただく必要がある。このことは、

今議会との関係なのか、それとも今後の議会も

見据えた形でそういうことを、市長自身として、

新たなそういう決意も含めてされているのか、

その点についてお聞きしたいと思います。結果

として、これはもう、どうしても市長言われる

とおり、成立を図らなきゃならないと。それは、

長期、短期も含めて、当然、出てくるというふ

うに思いますけれども、そのあたりの考え方に

ついてはどうなのか、この点についてお聞きし

たいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  今の多岐にわたってご質
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問がありました。これまでの基本的な考え方と

いうことでお話をさせていただいて、その上で、

足らざるはまたご質問いただければいいという

ふうに思います。 

 スタンスが変わったのかということに関して

は、もう全く変わっておりません。庁舎を建て

るということに関しては、築60年、古くて危な

いから建てかえるんだと。そういう中で、二元

代表制の中で、議会の先生にもご理解いただき

ながらここまで進めてきたというのがこれまで

の経緯です。具体的には、基本構想から始まっ

て基本計画、そして最終段階となる実施設計と

いうことでございます。 

 大きくは２点ですね、安全上大丈夫かという

視点と財政の問題。いずれにしても、安全上に

しても、財政上にしても、これまで何度もお示

しをしているとおりです。問題ないということ

でお話をさせていただいて、そのことを踏まえ

て、その都度その都度、議会で議決をいただき

ながら、ここまで進めてきたというふうに思い

ます。 

 議員の先生方、各個人のご意見もあると思い

ますけれども、議会の先生方のご判断として、

昨年の暮れの住民投票をするのかどうなのかも

含めてご判断をいただいて、ここまでまいりま

したし、市長選の公約としてもそのことを訴え

て、現在までまいりました。そういう意味では、

しっかりとこれまで答弁したことの考え方は変

わらないのですが、今回の代表者の方々、先ほ

どお話されましたけれども、我々の考えとはま

た違う形で、今回、直接請求ということをされ

ました。 

 直接請求の手順として、有権者の50分の１以

上の直接請求の要請があればそれを受けるとい

うのがルールですから。そのことを無視するわ

けにはいきませんので、50分の１以上の署名、

1,001名という方々の署名があって、議会に上

程するのが私の立場ということになりますから。

上程するに際しては、意見書を申し上げるとい

うことでありますから、そういう意味では、時

期尚早ということもありましたけれども、本来

の考え方というのは、先ほど申し上げたとおり

でありますけれども。ルールに乗っかって、そ

のような直接請求があった以上は上程するとい

うのは当然のことでありますから、そういう意

味において、基本的には変わらないということ

になろうかというふうに思います。 

 そして、不採択になったらどうなるんだとい

うこともありましたけれども、今後、そういう

私の意見書を踏まえて、議会の先生方がご判断

されるということになろうかと思いますが。ち

ょうど持留さんが出されているチラシもきょう

届きましたので、そのこともしなくてもと、今

回、庁舎位置変更条例改正が成立しなくても、

新庁舎建設計画そのものが白紙になるものでは

ありませんと。成立しなくても、市長には、再

度、議案を提案する権限があるからですと書い

てあります。基本的には、そういう認識だと思

っておりますけれども、そうするかどうするか

というのは、議会の先生方のご判断をまずしっ

かりと待ちたいと思います。 

 繰り返しになりますけれども、古くて危ない

ものを建て替えると。この時期でなければ、安

全上、財政上、いろんな意味で不利益を生ずる

と。そのことは垂水市民の安心安全を守る責任

ある立場としてそうであってはならないという

ことは強く思っておりますので、ルール上、直

接請求は上程をせざるを得ませんけれども、私

の考えは終始一貫変わっていないということで

ございます。 

○持留良一議員  確かに、一つの直接請求とい

うのは、その目的を達成するために、この制度

があるわけなんですよね。だから、そういう制

度なのに、実際ではそういう形で、若干、違っ

たんじゃないかというところの関係で、それを

市長受けとめられたということで最初のところ
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は、認識を、受けとめた認識は何なのかという

ことをお聞きしたんです。我々もこれ議論しに

くいんです、正直なところ。本来の直接請求と

は違う目的内容を持っているからこそですね。

だから、それを市長自身が受けとめられたとい

うことは、要旨は違うけどもというここに、き

っと、集約された形で市長が提案された理由だ

ろうという、そこにきちっと書いていないから

そういうふうに受けとめたんですけれども、そ

ういうことではないかなということだから再確

認をしたいと思います。 

 それから、この議会での発言、このことを市

長は今まで地方自治法の解説の中にもそういう

ことが書いてあると。だから、建設前、建設後

と、今の状況でいくと、建設後にそのことを提

示しなきゃならないような環境になってきてい

るというふうに思うんですが、そのこと一貫し

て主張されてきたわけですよね。市民にもその

ことの理解を求められてきたと。だから、議会

の発言というのはそれだけ重たいんだと。それ

を簡単に今回こういう形で、スタンスというの

は、あくまでも自分の立ち位置が変わったとい

う、建てる建てないのスタンスが変わったとい

うことじゃありません。この考え方が変えたと

いうのであれば、それ相応の説明をしないと市

民も納得できない、私たち自身も。それだけ重

い議会での発言、我々もそうですね、発言する

と、そのことは厳しく問われる部分が出てくる

わけですよね。そのことについて、このことを

市長に問いただしたいわけです。もう１回、こ

の件について、説明責任、この発言の重みにつ

いて考え方をお示しいただきたいというふうに

思います。 

 以上です。その点、２点について。 

○市長（尾脇雅弥）  今回の３分の２の提案、

建設移転のための場所の変更ということであり

ますから、額面どおりとれば進めてほしいとい

うことなんだというふうに思います。ですので、

基本はそういうことでありますけど、新聞報道

等は反対のためにこの活動をするんだというこ

とでもありますし、先ほど代表の方の発言でも

そのような趣旨がございました。先ほど言いま

したけれども、いろんな考え方があって、私の

発言は終始一貫していると私は思っております。

ただ、今回、そういうルールの中で、意味合い

はいろいろあるにしてもそういう上程をされた

以上は、しっかりと建設をしなければいけない

というふうに思っておりますし、それに際して

は、移転の手続も可決していただきたいという

のが思いでありますから、そういう意味でそう

いう発言をしたことでありまして、何も変わっ

ていないというふうに思います。 

 議会での発言は、結局、公的に発言をするわ

けでありますので、これは議会の議決も同じだ

と思います。重たい責任で議決をしていただい

て、ここまで来ているわけですから、私も議会

の発言もそのような形でやってきておりますの

で、そういう点におきましても筋はたがえてい

ないと思います。 

○持留良一議員  ３回目になりますので、ある

意味で、私は、先ほど、意見書の特徴というこ

とで２つの点を指摘をしたと思いますけれども。

一つはある意味、私たちから見ると方針の転換

ではないかというようなことでですね、今まで

の発言等含めて議会の、先ほど申したとおり、

責任、また発言の重みとはどういうことを意味

するのかということがあったと思うんですね。

だから、今回は、要旨はどうであれ、そういう

ふうに直接請求が来たから意見書を出してきて

成立と、条例の提案をさせてもらったというこ

となんですけれども。そうすると、この条例と

か直接請求という意味はどういうことになって

くるんだろうと。私たちは非常に、ある意味、

非常にぶれるというか、その状況の判断によっ

て、考え方によって、私たち自身もまた考え方

を変えなきゃならない。でも、基本は一貫して、
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その求めているのは、地方自治法４条のこの解

説も含めてそこに根拠を求めていらっしゃった

わけですよね。それ以外はないわけですので、

あくまでも法律という立場、そして、それを具

体化する意味で条例と、位置条例の変更という

形で、私たちは法律、条例に基づいていろいろ

やってくるわけですよね。そこの中にそういう

考え方が示されてきて、なおかつ、今回、私自

身は市長としてその発言の重みとか、責任とか

いうことは一体どこに行ったんだろうというふ

うに。だから、こういうことがあれば、自分自

身の基本的な姿勢を簡単に変えられるのかとい

う問題も出てくると思うんですよね。そうじゃ

ないだろうと。やはり一貫してそのことを主張

する、そして、今回、先ほども申したとおり、

条例に一つの特徴があるわけですよね。そうい

うことを考えたとき、本当にそれが対市民に対

する責任を発揮されている市長の姿勢なのかな

というふうに思ったわけです。もうこれ最後に

しますけど、その点について最後に意見くださ

い。 

○市長（尾脇雅弥）  私が主張していることは

何ひとつ変わっておりません。ただ、先ほど言

ったようなルールに従って、本来であれば、持

留議員も書かれているみたいに移転のための３

分の２を推進してくれと、とるべきものだと思

うんですよね。私もそうとりたいわけでありま

すけれども、実際に新聞報道等を見ますと、先

ほどの代表の方の発言も含めて、そうじゃない

んだと、反対のために上程をするんだというこ

とです。中身に関しても私が全てルールを決め

るわけではありませんので、議会事務局にもこ

の中身というのはどうなのということで確認を

しましたけれども、それは一定のルールをクリ

アしている以上は、上程して判断を仰がなけれ

ばいけないということでありますから。それに

対しては、私としてはこれまでの経緯を述べた

とおり、時期尚早とは考えるけれども、そうい

うルールで上程しないというわけにもいかない

わけですから、そこには私の考え方、意見書を

つけて上程すると。後は議会の先生方のご判断

を待つということですので、そういう意味では

何も変わっていないというふうに思います。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○堀内貴志議員  先ほど、意見陳述者の代表の

方の話を聞きました。最後に言われたことは、

建設に反対ですということです。建設に反対と

いうことで新聞記事を見ますとね、この新庁舎

建設を考える会、今も議論になりましたけれど

も、否決を求めて、否決することで計画の白紙

を求めるんだというような言い方で。私もこれ

納得がいかないんですけど、委員会があります

ので、この件については委員会でしっかり聞き

たいと思いますが、１点だけ、市長に確認した

いことが。 

 ４月25日付の南九州新聞に、垂水市新庁舎建

設を進める会が本来の趣旨に従って一刻も早く

計画どおりに建設を進めてほしいという願いを

込めて、先ほど、新庁舎建設を考える会が出さ

れた条例改正案と同じように位置の変更を求め

る条例改正案の直接請求をするため署名活動を

実施中であるということで、その途中経過とし

て、４月22日付で5,317名の署名が集まってい

ると。 

 先ほど、新庁舎建設を考える会は11日間で

1,049筆集めたということです。その話の中で

市民の声、民意を明らかにしたとか、市民の理

解を得られているのかという声がありましたけ

ど、この5,317名の署名、この数値については

建設を促進するため、一刻も早く条例改正をす

べきだということで訴えているし。そして、今

回の、多分、この臨時議会のね、本来の趣旨で

あります、この議決する議員に対してもメッ

セージを届けた数字だともいえるんですけれど

も。市長はこの数値、5,317名の建設を促進す
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る声の署名の数値をどのように思われるのか、

一言で結構です、お聞きしたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど、建設を考える会

の方々が1,001名ということで、その署名をも

とに提案されました。提案者のお話を聞く中で、

私の立場でいうと、どうかなと思うところもあ

りますけれども、お立場上、そういうこともあ

るよねというところも理解します。いろいろあ

るわけですね。 

 一方で、建設を進める会の皆さんが5,317で

すかね、という署名を現段階において集められ

ておられるというのも新聞報道で認識しており

ます。 

 いずれにしても、様々なご意見がある中で、

できるだけ皆さんの意見を集約した形で、庁舎

をつくるということは、何も政争しているわけ

ではなくて、古くて危ないから建てかえるんだ

と。市民の生命、財産を守るために必要だから

建てかえるんだということ以外に何者でもない

わけですね。ただ、それぞれの立ち位置とか思

いがあるので、場所の問題だとかいろいろある

のは十分理解していますけれども。広報誌にも

書きましたけれども、安全上、財政上も今決断

をしないと後々いろんな負担が発生してきます

から、今決断のときだというふうに思っており

ますので。そういうことで、一方で5,300名を

超える署名が集まったということは重たいこと

だと思いますので、総合的にまずは皆様のご判

断を待った上で、私も最終的な判断をさせてい

ただきたいと考えております。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○池山節夫議員  一つだけ、この際、聞いてお

きます。 

 先ほどの意見陳述で、直接的にも間接的にも

市民の声を聞いてないという部分があったんで

すけど、今の持留議員の質問の中で、市長は市

長選挙での公約にも上げたということを言われ

たんですけど、この直接的にも間接的にも市民

の声を聞いていないと。私は、市長選挙でも公

約に上げていると、ここのところについて、市

長の考えをちょっとお伺いしたい。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどと重複しますけれ

ども、それぞれのお立場、いろんなお考えある

のは理解しております。本当にそうだというふ

うに思いますけれども。ただ、我々としては、

これまで二元代表制のもとで皆様にもご説明し

てまいりましたし、庁内委員会、あるいは外部

委員会、さらにはパブリックコメント、そして

住民説明会、さらには車座座談会、もろもろ必

要に応じてそのようなことを行ってまいりまし

た。市長選も大きな争点になったわけですけれ

ども、結果、そのことを最大の争点にしながら

勝たせていただいた。そのときのインタビュー

の中でも、今後どうされるんだというマスコミ

の方々の意見に関しては、足らざるはしっかり

とわかるようにお話をしていきますと。 

 先ほど、代表者の方は、我々行政の都合でと

いうこともお話されておられましたけれども、

あくまでも、最初に戻りますけど、古くて危な

いから建て替えなければいけない中で、経済性、

安全性、もろもろの条件の中で、最終的に判断

した我々の行政案というものをお話していく。

その中で質問を受けたものに対して改善できる

ものは改善していくということでありますので、

そのことが基本構想、基本計画、いよいよ最終

の実施設計の段階になってまいりましたので、

しっかりとそのことをお伝えしていく。そうい

う意味では我々ができ得ること、120点とは言

わないです。いろいろ説明してもなかなか届か

ない部分もありますけれども、現状においてで

き得る説明は尽くしてきていると思いますし、

今後においても、必要があれば、声かけていた

だければ、時間の許す限りどなたにでもお話を

すると。大事なことは、これまでの経緯もいろ

いろあると思うんですけれども、ここからどう
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するか。垂水の将来を考えたときに、今のまま

ではよくないというのはもう皆さんご承知のと

おりでありますし、じゃあ、そのために今の提

案している案に対して足らざるがあれば、いろ

いろご意見をいただきながら前に進めていくこ

とが垂水市民のためになるというふうに思って

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、総務文教委員会に付託いた

します。 

   △議案第31号上程 

○議長（篠原則）  日程第10、議案第31号垂

水市固定資産評価員の選任についてを議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  議案第31号の垂水市固定

資産評価委員の選任についてご説明申し上げま

す。 

 前任者の税務課長が人事異動により辞任し、

新たに垂水市固定資産評価員を選任する必要が

生じましたので、地方税法第404条第２項の規

定に基づき、議会の同意を求めるものでござい

ます。 

 選任しようとする者は、垂水市税務課長の橘

圭一郎でございます。住所は、垂水市市木3579

番地4、生年月日は、昭和39年５月９日でござ

います。 

 ご同意いただくよう、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。休憩時間中、委員会室におきまして全員協

議会を開きますので、ただいまの議案をもって

ご参集をお願いいたします。 

     午後１時34分休憩 

 

     午後１時40分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第31号垂水市固定資産評価員の選任につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号垂水市固定資産評価員の

選任については委員会への付託を省略すること

に決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第31号について、同意することにご異議

ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号については同意すること

に決定しました。 

   △議案第32号上程 

○議長（篠原則）  日程第11、議案第32号令

和２年度垂水市一般会計補正予算（第１号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（濵 久志）  議案第32号令和２年
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度垂水市一般会計補正予算（第１号）案につい

てご説明申し上げます。 

 補正の内容を記載しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてご覧ください。 

 今回の主な補正内容は、本市独自の新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る増額補正でござい

ます。今回、歳入歳出とも5,827万6,000円を増

額しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は111億4,727万6,000円になります。補

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

の第１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとおり

でございます。 

 次に、歳出の事項別明細についてご説明いた

します。 

 ７ページをお開きください。 

 ４款衛生費１項保健衛生費３目予防費は、本

市独自の新型コロナウイルス感染症予防対策と

して、高校生以上の市民及び保健・福祉関係事

業所等に対し、不織布マスクを配付すること等

に要する経費でございます。 

 ７款商工費１項商工費２目商工業振興費は、

新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事

業補助金で、今回はプレミアム率20％とし、各

事業所の消費落ち込みを考慮し、加盟店が市商

工会へ支払っております手数料１％についても

商工会員である加盟店については補助すること

としております。 

 ９款消防費１項消防費５目災害応急対策費は、

備蓄用マスク及びハンドジェル購入に要する経

費でございます。 

 10款教育費２項小学校費から３項中学校費、

５項社会教育費、８ページの６項保健体育費に

つきましては、各小・中学校及び所管施設にお

ける手指消毒用のアルコール消毒液、机やドア

ノブ等を消毒するための次亜塩素酸ナトリウム

消毒液、非接触型体温計の購入に要する経費で

ございます。 

 これらに対する歳入は、前に戻っていただき

まして、６ページの歳入明細にお示ししてあり

ますように、基金繰入金を充てて収支の均衡を

図るものでございます。 

 なお、政府の新型コロナウイルス感染拡大に

伴う緊急経済対策につきましては、本日、補正

予算案が国会に提出され、４月30日に成立予定

でございます。 

 政府の補正予算案として国会に提出されてい

る全国民に一律10万円の現金給付や、児童手当

の受給世帯に子ども１人当たり１万円を給付す

る給付金事業等につきましては、政府の補正予

算成立後、事業内容や実施法等を検討して実施

することとしておりますが、市としての今後の

対応につきまして、本日、全員協議会において

ご説明させていただきます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  衛生費の関係で、予防策、対

策として、高校生以上の市民及び事業所等へ使

うと今説明があった、マスクということがあっ

たんですけれども。これは、いわゆる実態的に

見ても、そういうところの要望等を聞いたりし

て対応された形でこの予算は計上されている。

もしくは、当然、今後もいろいろなことがあり

得るという中でそういうことも対応していくと

いう考え方なのかということ。というのはなぜ

かというと、私も全ての福祉施設を回ってきた

んですけれども、確かに、マスクは不足しても

う底をつき始めたと。当初、市のほうから提供

があって大変よかったということも言われてい

ましたが、その後、県からもあったと。ところ

が、もうどんどん、消毒液も在庫は底をついて

くるということで、非常にそのあたりも危惧さ

れていましたし。社協等は防護服、この防護服

がないということで、非常に、今後、訪問活動
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が増えるんじゃないかということで、そういう

ところの関係で要望もしていきたいんですけど

ということでしたけれども。そういう、やや実

態を踏まえた形で他にもしなきゃならないこと

が、今後、国、県、市、それぞれが分担しなが

ら責任を分かち合いながらやることも多いかと

思いますけれども、現時点でそのことは反映さ

れなかったのかなというのが一つあります。 

 プレミアム商品券についてですけれども、こ

れちょっと、私、異議があるんですね。この商

品券の問題。以前、国との関係、去年でしたか

ね、あって。やっぱりいろんな問題があると、

全ての人に渡らない。いわゆる買える人は買え

るけれども、買えない人は全く買えないという

問題、いわゆるそういう意味での問題も出てく

るということがありましたし。また、実際上、

私も調べてもらったんですけれども、全て今会

員になっていただいてますよね、農協以外は。

スーパーさんも含めて。ところが、偏った形で

どうしても使われているという形で、本当に経

済対策としてやると、今回、そういう意味合い

を持ってされるということでしたけれども。県

の緊急対策第１弾の中にもあるんですけど、県

はこんな形で位置づけているんですね。事態収

束が見えた段階での本県独自の経済対策として、

これらのプレミアム付商品券を発行していきた

いということも言われているんですよね。そう

すると、今大事なのは予防策じゃないかと。予

防策、これは、いわゆる、きょうも私たちも食

堂で食べて弁当買ったりしましたけれども、そ

ういう形で厳しい状況の中の方々をどう支援し

ていくのか。この人たちの生活を潰さない、な

れ合いを潰さないという点で、国がなかなかそ

こに思い切った対策を今十分打てていないんで

すけれども、そういう観点に立った対策、視点

というのを、やはり市独自で考えなきゃいけな

いんじゃないかなというふうに思うんですが。 

 そこで、私、県下の様々な状況も、毎日、新

聞で切り抜きながらやっているんですが、結構

いろんな、独自策をやっているんですよね。今

後やられるのか、国の先ほど言いました地方創

生交付金が出てからそういう取り組みもしてい

く考えがあるのか。やはり、ここに市の役割、

責任が求められているというふうに、経済対策

じゃないだろう、安全防止策、そういう方々を

閉めてもらって、休業してもらって。しかし、

そこはきちっと、当面、市がそこに補償してい

くことも必要じゃないかという私は立場なんで

すけれども。そういう議論、経過がなかったの

か。この前、商工会との意見交換もね、されて

いたようですけれども、そういうことも踏まえ

て、そういうことを優先、そっちのほうを優先

すべきじゃないかと思うんですが、どうでしょ

うか。市長でいいです。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど、諸般の報告の中

でも詳細、比較的詳細申し上げたとおりでござ

いますが、基本的に、まずは予防だろうという

ことはもうそのとおりです。それは、かなりで

きているのではないかと思っています。国や県

の対策もありますが、我々は、安倍総理が第１

回目の小・中学校の休業要請の前に、各自20枚

ずつ、使い捨てですけれども配付いたしました。

そういう意味では、そのほかにも、老健施設や

病院などに対しても我々ができ得る支援はさせ

ていただきました。第２弾として、国において

は、安倍総理が１世帯２枚というようなマスク

の配付もありますけれども、我々は、１人２枚

ということで、中学生までの子どもたちに対し

ては、先の見えないことに対してしっかりとや

っていくと。それ以外の皆様方に関しては、今、

この補正予算の中で各自10枚ということで、ま

ずは当面の対策として予防、あるいは手指消毒

も含めて予防に力を入れるということに変わり

はありません。その上で、一方で、経済的なこ

とによって、ままならない方々もおられるのも

実態であります。例えば、国、あるいは大きな
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東京都やそのようなところみたいに財政的な支

援というのは限界がありますので、その中で商

工会の幹部の皆様方と意見交換をして、対象者

がどういったことに困っておられるのかという

ことでお話をさせていただいて、今回、そのよ

うな決断をさせていただきました。 

 私も改めて勉強になったのは、従来のプレミ

アムの場合は１％手数料が発生して、そのこと

がいろいろ大変だというご意見もいただきまし

たので、そのこともしっかりと予算化をすると

いうことと、あるいは加盟をされていない方々

が、ある意味、吸収しちゃうところに対しても

ちゃんと区分けをして、何よりも地元のそうい

う長年頑張ってこられた地元の業者さんに極力

行き渡るような対策ということで。100点かと

言われれば、100点の政策というのはなかなか

ないと思いますが、いろいろ意見を聞きながら、

基本的に網羅するような形で、今経済対策とし

て考えているところであります。加えて、国か

らの10万円が今後支給されるに際して、手続の

面で迅速に対応できるようにやらなきゃいかん

というふうに思っておりますし、子育てに関し

ても１万円、国からもありますけれども、我々

も独自の策として、そのことを議会の先生方に

もご理解いただけないかということであります

ので。その上でまだまだ見えないこともありま

すので、定期的にこの対策本部を立ち上げなが

ら、随時足らざることをこれで終わりというこ

とではなくて継続をしながら収束に向けて努力

をしていくと。その中で我々が届かないことに

関しては、議員の先生方からも市民の皆さんの

声を吸い上げていただいてご提言いただければ、

できるだけ取り入れて対応していきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○持留良一議員  確かに、基本的な視点はそう

だろうというふうに思います。国の主体的な、

これはもう当然やらなきゃならない責任が一番

重たいところだと思います。当然、その中で考

え方が様々あって、それをカバーしていくのが

県だったり、市町村、自治体でもあると思うん

ですね。そこのところの、いわゆる、私はメッ

セージというか、アナウンスというか、そうい

うのがどれだけ出ているんだろうと。市は見捨

てないよと、市はきちっと最後まで守っていき

ますよというのがなかなか伝わって。 

 例えば、税等の免除、滞納、延期含めてです

ね、そういう形でも、やはりきちっとメッセー

ジを随時出していかないといけないと思うんで

すよ。そのたびにやはり市民が受けとめ、市は

頑張ってくれていると自分らのことをきちんと

考えながら政策も進めているということがある

と思うんですが。そういう意味で、やはり先ほ

ど申したとおり、市民を守っていくよと、対策

はちゃんととっていくよということで、今後、

地方交付金含めて今後出てきたら、それに対し

てはきちんとこういう形で皆さんを支援してい

くと。だから、そういう意味では、実態がどう

いう状況なのか、お店を、じゃあ、閉めたとこ

ろは何軒くらいあるのか。もうきのうからずっ

といろんなところがもう閉め始めている。その

前からもう閉められるところも、というのが、

お客さん来ないわけですからね。どうしてもそ

うならざるを得ないわけなんですけれども。だ

から、そういう意味で、このプレミアム商品券

というのは、本当にそういう役割を果たすのか。

商品券というのは、あくまでも、前もって買っ

ちゃうという形ですので、本当に経済効果とい

うのは私は十分じゃないと思うんですよ。それ

よりもさっき言ったみたいに支援をしていくと。 

 例えば、阿久根市は全市民に商品券１万円と、

それから姶良市は先払いチケット制の発行だと

か、いろんな形でもうメッセージを出している

わけですよね。アナウンスもしていると。だか

ら、そういうところがもっともっと、実際やっ

ていらっしゃるんでしょうけど、それが形に見

えない部分もあろうかと思うんで。 
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 そこで、最後、ちょっとお聞きしたいんです

けれども、今後、不十分な点について、やはり

しっかりと市民の声を聞いて市の独自策も検討

していくんだという形で確認させていただいて

いいですか。 

○市長（尾脇雅弥）  中身に関しては、現状に

おいてでき得ることは、現段階においては全て

とは言いませんけれども、できることはさせて

いただいておりますが、足らざるというのもそ

のとおりだと思います。何より今ご指摘があり

ました、やっているんだけれども、情報発信が

足りないというのはある意味そういうことだと

思います。常日ごろ情報発信をしっかりすると

いうことでお話をしていますけれども、今回の

マスクの部分がテレビ・新聞に取り上げていた

だいてそのことが周知されるということになり

ましたけれども、やっていてもそのことを伝え

る、やっていないことを伝える必要はありませ

んけれども、その情報を得ることによって市民

の皆さんが安心感がある、あるいは将来にわた

っての見通しができるということはそのとおり

だと思いますが。残念ながら、そういうマスメ

ディア媒体の我々の放送というのは限界があり

ますので、いわゆる広報誌でありますとか、定

期的に出すそういう対策のいろいろ広報の関係

しかありませんけれども。随時、そういう意味

では、ホームページも含めてやっているんです

けれども、見られる対象者がどういう世代でど

れだけいらっしゃるかも含めてですね。逆に、

きょうは来ておられますから、そのようなとこ

ろも周知をしていただいて、我々もいろんな形

でこれに関してはこうですよというような周知

をさせていただきますけれども、今後もしっか

りとそのことは広報していきたいというふうに

思います。 

○議長（篠原則）  ほかに。（発言する者あ

り） 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど申し上げたことは、

現段階における独自の支援策ですけれども、今

後どうするかというのは各課に随時指示をして

おりますから、それを集約しながらしっかりや

っていくということでございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 本案については、所管の各常任委員会に付託

いたします。 

   △議案第33号上程 

○議長（篠原則）  日程第12、議案第33号令

和２年度垂水市病院事業会計補正予算（第１

号）案を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○保健課長（草野浩一）  議案第33号令和２年

度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）案に

つきましてご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正の理由でございますが、垂水中央

病院で使用するマスクについて、保有枚数が少

なくなってきていることから、第２条におきま

して病院事業費用の増額補正をしようとするも

のでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 実施計画でございます。収益的支出につきま

してご説明申し上げます。 

 １款病院事業費用１項医業費用１目経費を66

万円増額しようとするものでございます。 

 内容につきましてご説明申し上げます。 

 ４ページをお開きください。 

 １款病院事業費用１項医業費用１目経費の備

消耗品費でございますが、日本での新型コロナ

ウイルス感染拡大が広がる中、マスク需要の高

まりにより品薄状態となっており、垂水中央病

院で使用するマスクについて、１万枚発注分の

予算を増額補正しようとするものでございます。 
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 以上で説明を終わりますが、ご質疑のほど、

よろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 本案については、産業厚生委員会に付託いた

します。 

 本日の日程は、以上で全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明28日から30日までは、

議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、５月１日に開きます。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後１時59分散会 
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令和２年５月１日午前10時０分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。

定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから休会明けの本日の会議を開きます。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告

を行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から令和２年３月分の出納検査結

果報告がありましたので、写しをお手元に配

付しておきましたから、ご了承願います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

   △議案第30号、議案第32号、議案第33

号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第２、議案第30号、

日程第３、議案第32号及び日程第４、議案第

33号の議案３件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第30号 垂水市役所の位置を定める条例

の一部を改正する条例 案 

議案第32号 令和２年度垂水市一般会計補正

予算（第１号） 案 

議案第33号 令和２年度垂水市病院事業会計

補正予算（第１号） 案 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで、各常任委員長

の審査報告を求めます。 

 最初に、総務文教委員長。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る４月27

日の本会議において、総務文教委員会付託と

なりました各案件について４月28日に委員会

を開き、審査いたしましたので、その結果を

報告いたします。 

 最初に、議案第30号垂水市役所の位置を定

める条例の一部を改正する条例案では、参考

人として条例制定請求代表者の出席を求める

ことの動議があり、全会一致で可決されまし

た。可決後、参考人招致の手続きを行い、条

例制定請求の共同代表である池田稔也氏、池

之上誠氏、村山芳秀氏の３名に出席いただき、

質疑を行いました。質疑に入り、否決される

ことを前提とした直接請求は、制度の目的に

そぐわないのではないか、との質問に対し、

様々な問題に対し、特別委員会などの設置が

なく、議会で審議する場がないと感じ、直接

請求でしか議会で審議してもらうことができ

ないと考えた、との回答がありました。 

 また、移転に賛成し、署名された方もいる

と思うが、結果をどう伝えるのか、との質問

に対し、趣旨を十分に説明し、署名をいただ

いた。移転に反対する多くの市民の声、想い

を議会に伝え、審議してもらうため、直接請

求に至った。庁舎の移転は、議会制民主主義

における特別多数決議となるため、垂水市を

背負っていく市長と議員でもう一度立ちどま

って審議し、将来を決めていただきたい。そ

の賛否を我々は求めておらず、署名をされた

方々には議会での結果を伝えることしかでき

ないと思っている、との回答がありました。 

 参考人への質疑後、執行部への質疑を行い、

まず、位置を定める条例案が否決された場合

の市長の見解を求め、市長からは、条例案が

否決されても計画の見直しは考えていない、

との答弁がありました。 

 次に、賛否を決める上で、住民の声は大き

な判断材料となり、住民投票やアンケート結

果等の客観的な数字が必要であると考えるが、

実施する考えはないか、との質問に対し、住

民投票に関しては、議会で必要ないとの答え

が示された。二元代表制のもと、いろいろな

意見・見解があり、総合的に判断し進めてき
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た。質問があった住民投票やアンケートを今

後、諮るということは考えていない、との答

弁がありました。 

 最後に、市長はこれまで位置の変更条例は

時期尚早であると議会で発言されてきたが、

今回の提案は妥当なものであるのか、との質

問に対し、予算を含め、ある程度見通しが立

った後に提案すべきだと考えているが、今回、

直接請求のルールをクリアしているために提

案した。今後の議会の結果を受け、できるこ

とを反対していくとの答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、賛

成少数で否決されました。 

 次に、議案第32号令和２年度垂水市一般会

計補正予算（第１号）案の総務課の所管費目

では、避難所等で使用する備蓄用マスク及び

消毒用ハンドジェルの購入に対し、今回の補

正分で備蓄は足りるのか、との質問があり、

既に備蓄されているものと合わせ、マスク２

万490枚、消毒用ハンドジェル212本分が確保

でき、十分な備蓄量であると考えているとの

答弁がありました。 

 次に、教育総務課の所管費目では、新型コ

ロナウイルス感染症対策における非接触型体

温計等の購入に対して、市場では品薄との情

報があるが、学校再開に間に合うのか、との

質問があり、業者には早急にお願いするが、

学校再開までの納品は難しいと判断している、

との答弁がありました。 

 次に、社会教育課の所管費目では、新型コ

ロナウイルス感染症対策で使用する非接触型

体温計や消毒用アルコール等の購入に対して、

施設での利用方法について質問があり、施設

に入る前に検温、消毒を行い、施設内での蔓

延防止を図るとの答弁がありました。 

 最後に、歳入全款の審査を行い、新型コロ

ナウイルス感染症対策のための財政面におけ

る国からの支援について質問があり、現在、

国会で審議されている地方創生臨時交付金事

業があるが、詳細がまだ決まっていない、と

の答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、産業厚生委員長。 

   ［産業厚生委員長梅木 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（梅木 勇）  去る４月27

日の本会議において、産業厚生委員会付託と

なりました各案件について４月28日に委員会

を開き、審査いたしましたので、その結果を

報告いたします。 

 最初に、議案第32号令和２年度垂水市一般

会計補正予算（第１号）案中の保健課の所管

費目については、新型コロナウイルス対策に

おけるマスクや防護服の購入についての質問

があり、マスクは１枚60円（税別）で、納入

業者は東京の株式会社保健福祉ネットワーク

である。緊急を要することから、地方自治法

施行令に基づき、随意契約による購入を考え

ている。防護服は１枚1,160円で、サイズ

Ｍ・Ｌを各200枚、計400枚購入し、市の施設

等で感染が発生した場合の消毒作業に使用す

るものである、との答弁がありました。 

 また、今後の新型コロナウイルス対策をど

う考えており、物品購入ルートは確保できて

いるのか、との質問もあり、新型コロナウイ

ルスは終息の見通しがつかない中、今回限り

にならず、今後も要望を集約し、議会時期に

あわせて補正予算を計上していければと考え

ている。現在、購入ルートは確保できていな

い状況のため、確保に努めてまいりたい、と

の回答がありました。 

 なお、市がマスクを配布するに当たり、ド

ラッグストア等への配慮はあったのか、との

質問に対し、緊急を要する中、市独自でやる

べきことをやろうと判断したことから、全く
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話はしていない、との回答がありました。 

 そのほか、マスク配付の郵送方法について、

意見が出されました。 

 次に、水産商工観光課の所管費目について

は、プレミアム付商品券について、購入でき

る余裕のない方もいると思うが、給付型は検

討したのか、との質問に対し、当初から消費

意欲を上げる制度として考えたものであり、

給付は考えていなかった、との答弁がありま

した。 

 審議の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 最後に、議案第33号令和２年度垂水市病院

事業会計補正予算（第１号）案については、

指定管理者との取り決めにおける消耗品費の

取り扱いについての質問があり、年度協定と

基本協定において1,000万円以下の改修・維

持補修・備品購入費・消耗品費は、指定管理

者の負担となっている。しかし、マスクの在

庫数がなくなってきていたため、今回、市が

購入する業者にあわせて緊急的に購入するも

のである、との答弁がありました。 

 また、病院でマスクをしていない方につい

て、薬局で販売しているかを確認した上で指

導してほしいとの要望がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（篠原則）  これから、質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。

これで、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論の通告があ

りますので、発言を許可いたします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。それ

では、討論を行っていきたいというふうに思

います。 

 冒頭、新型コロナウイルス感染症でお亡く

なりになられた方々に心からの哀悼とともに、

闘病中の方々にお見舞いを申し上げます。 

 また、経験のない事態の中で奮闘されてい

る職員の皆さん、本当にご苦労さまです。市

民全体の力でこの危機を乗り切っていこうで

はありませんか。 

 では、早速討論に移ります。 

 まず最初は、議案第30号垂水市役所の位置

を定める条例の一部を改正する条例案に以下

の理由で反対いたします。 

 本来であれば、私はこの委員会等を含めて、

議論の中で妥当性や正当性を考えた上で、本

来であれば棄権という選択もありましたけど

も、あえて反対することで問題提起をしなが

ら今後の、さらに議論を求めていく、そうい

う立場で発言したいと思います。今回の直接

請求や提案された条例案、そして意見書と、

複雑で難解なものでした。目指す内容や目的

は同じであるが、求める結果は別々というも

のです。故に、妥当性や正当性という視点で

の見方も求められました。そこで私は、もっ

と経過を要することと、さらに議論が求めら

れている、そういう考えで、以下の問題点を

指摘して反対をしたいと思います。 

 一つは、議会は、法律や情勢を基本にして

審査をするものであります。今回の直接請求

は、趣旨と目的からの矛盾があります。参考

人質疑でも、このような形でしか方法がなか

ったとの発言に、そのことはあらわれていま

す。直接請求制度が求めるものは一定の行動

をとらせるもので、その行動とは議論ではな

く位置の変更を求めることになっています。

そのことは、直接請求に書かれています。 

 二つ目は、議会制民主主義の手続きとその

経過と認識への疑問です。新庁舎に関する予

算等の一連の議決の効果・結果は、議会制民
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主主義のあり方としてどう認識するかです。

過半数の原理をどのように理解し、解釈して

いるのかという点であります。 

 三つ目は、議会答弁の重み。責任と重み、

議会を拘束する働きと判断・評価・基準など

の規範のあり方の問題です。議会答弁の重み

と主体性のあり方が問題だったと考えます。

慎重に判断したい、これまではそういう方針

を出されてきました。特に、それは財政問題

が大きな課題でありました。このような発言

がありました。 

 今回の意見書でも、これまでと異なり時期

尚早ではあるが、市民の皆様の直接請求とい

う形で条例改正案を提案とありました。 

 しかし、これまでの一連の発言で、財政の

見通しも立たない時期に制定することは適当

でないと回答されてきました。 

 さらに、工事請負契約の時点、または、少

なくとも建設工事の予算が確定する時点が適

切と議会で方向が示されていました。説明責

任がされていないというふうに思います。議

会答弁の重みと主体性のあり方、判断・評

価・基準の規範のあり方が問題だと考えます。 

 よって、議案第30号垂水市役所の位置を定

める条例の一部を改正する条例案には反対を

いたします。 

 次に、議案第32号令和２年度垂水市一般会

計補正予算案に反対をいたします。深刻な状

況が続いている新型コロナウイルス危機に対

し、今、政治は何をなすべきでしょうか。私

はこの問題から市民の暮らしと営業を守るこ

とが政治の責任だと考えます。だからこそ、

感染を防ぎ、治療を進め、市民の命と生活、

営業を守るため、自粛、休業と補償は一体で

取り組むべきであり、国の支援策とともに市

として独自の支援策、または国の政策を補完

する対策が必要だとして申し入れも５回行っ

てまいりました。普通の経済危機は、政府が

需要を刺激して、経済を活性化する政策に取

り組みます。 

 しかし、今回の対策は感染を防ぐために経

済活動が抑制され、その結果、全国的にも需

要が消え、減収や失業、倒産が広がり、経済

危機に陥っています。実際、垂水市でも同じ

ような状況が生まれています。さらに、緊急

事態が要請され、外出自粛や休業要請に市民

も飲食店、塾、事業所、企業等も協力をして、

取り組みが広がってきています。 

 このように、直接、間接的に損失を受ける

人の営業と生活が持ちこたえられる支援が市

の対策としても必要ではないでしょうか。単

に、景気対策という見地からではなく、何よ

りも国民の、市民の命を守る感染防止対策に

直接支援が求められています。市としても、

市民の感染防止としてマスクの提供や子ども

世帯への支援など、今後の取り組みがされて

いきます。大いに評価し、職員の皆さんの奮

闘と努力に激励をしたいというふうに思いま

す。 

 しかし、予算案のプレミアム商品券は問題

と考えます。国の補正予算が成立をしました

が、その中にＧｏＴｏキャンペーン事業なる

コロナ収束後の消費環境が1.7兆円盛り込ま

れましたが、今、この問題については、大事

なのは今、収束に予算をつぎ込むべきではな

いか、と怒りの声も広がってきています。 

 そこで、以下を問題点として指摘したいと

思います。一つは、プレミアム商品券は、経

済対策として事業であるとの予算案の説明で

した。これは、収束後の経済対策としての要

素、意味合いが強いものです。国や県も収束

後の事業として位置づけています。また、公

平性など、問題があると考えます。いわゆる

買える人、買えない人、様々な問題がありま

す。また、プレミアム商品券は先物買いの色

合いも濃いものでもあります。 
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 ２点目に、新型コロナ感染防止対策として、

直接・間接的に損失を受けている人の営業と

生活が持ちこたえられる支援が市の対策とし

て必要であり、最優先すべきものではないで

しょうか。自粛の必要性と企業等に対する独

自の補償をすることです。そして、飲食店や

浴湯は休業要請に応えていらっしゃいますが、

収入減のため家賃や光熱水費など、固定費を

払えず、今後の営業の継続は懸念されていま

す。実際、県の協力金も基準に合わなかった

りする対象外のケースもあります。 

 そういう中、ぜひともこのような対策は必

要だというふうに考えます。今回、このこと

は期待はできないかもしれませんけども、今

後の補正予算等で、この原資となる地方創生

基金をぜひ活用して、これらの支援策をとっ

ていただくよう、要望しておきたいと思いま

す。 

 以上の点を指摘して、議案第32号令和２年

度一般会計補正予算案には反対をいたします。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  討論の通告があります

ので、発言を許可します。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  議案第30号垂水市役所の位

置を定める条例の一部を改正する条例案につ

いて、賛成の立場で討論します。 

 新庁舎建設の関係については、市民からコ

ロナウイルスで大変なときに、いつまで新庁

舎建設の問題を続けているんだ。議員は何を

やっているんだ、議会で決まったんだろう、

という声をよく耳にするようになりました。

私自身もそれを言われると答えようがなく、

むなしさを感じています。議会の決定事項の

重み、議会の役割とは何なのか。最近、よく

考えさせられます。これまでも何回も申し上

げていますが、この新庁舎建設の問題につい

ては、議会では平成30年３月議会で設計業務

委託費として１億1,162万円、平成31年３月

議会で地質調査費として2,760万円、合計で

１億3,922万円の予算可決をして、さらに12

月議会においては新庁舎建設事業に関する住

民投票条例制定案が審議されて、反対の立場、

賛成の立場で、それぞれ激論を交わした上で、

議会として一定の結論を出したのではないで

しょうか。 

 それが今回、新たに要求は変われど、同じ

ように新庁舎建設に関して審議をしなければ

ならないことに、非常に残念な気持ちでなり

ません。今回の条例制定の直接請求は、市長

も意見書をまとめるに当たって大変苦労をさ

れたのではないかと思います。それは本来、

法が求める目的と違った、極めて疑問点の残

る請求であるからです。そもそも、地方自治

法第74条の直接請求は、本来、条例の制定及

び改廃を目的とするものであります。しかし

ながら、本請求を提出された共同代表は、４

月27日の本会議場の意見陳述の最後に、当団

体は庁舎建設場所に反対しているなどと明確

に話され、また、署名簿提出の際の新聞記事

の中でも、改正案可決には出席議員の３分の

２以上の賛成が必要。可決の条件が厳しいた

め、考える会は改正案否決によって計画の白

紙化を狙う、などと記載がありました。この

ことは全くもって法が求める本来の趣旨と相

違することになります。 

 市長は意見書の中で、これまでの考えとは

異なり、時期尚早ではないかと考えているが、

結果的に市民の皆様の直接請求という形で条

例案を提出することになった旨の弁明があり

ました。本来の目的とは違いますが、法に基

づく直接請求であるからこそ、署名した市民

を尊重し、配慮した提案だと私は受けとめて

います。私自身も建設規模や予算の確定した

後で、具体的な見通しの立った段階で提案す

ればよかったと思っていますが、条例案自体
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が可決すべき内容であるという視点から、賛

成の立場であります。 

 賛成の理由は、大きく分けて３点です。 

 まず一つ目は基本計画や基本設計の内容に

問題がないことです。これまで議会や市民の

皆様に説明をされている基本計画や基本設計

の情報によると、防災拠点としての機能が十

分であり、安全面に配慮されていること。ま

た、財源も有利な地方債を活用しており、市

の財政面も十分に配慮されていることで、垂

水市役所の事務所としてふさわしい建設計画

だからです。先日の総務文教委員会の中で、

共同代表に対して、昨年12月議会において同

じグループの代表に対して代替案について質

問したときに、現庁舎跡に建設する提案をさ

れましたが、そのときに仮庁舎費用の約８億

円は要らない。現消防庁舎の建設計画、財源

の確保もないまま、消防庁舎も壊して利用す

る。工事を３期に分けて、現庁舎の後ろを削

って、少しずつ新庁舎を建てていくなどと、

現庁舎を生かしながら工事を３期に分けて建

設する考えを示されましたが、その考え方に

変更はないのか、代替案はあるのか、などと

質問をすると、今回の条例とは全く関係がな

い話であり、これについては答えない旨の答

弁がありました。原案に反対の立場であるな

らば、代替案はあってしかるべきです。しか

し、これに答えないということは甚だ責任感

の乏しい主張であると思われます。 

 二つ目は、計画が白紙になれば、市民に与

える影響は大きいからです。庁舎の建設が遅

れれば遅れるほど、市民や職員の皆さんが長

期間にわたり危険にさらされることになるこ

と。また、十分な防災拠点機能の整備が行わ

れないことから、安全上のリスクが発生する

ことです。さらに、建設コストの上昇や有利

な地方債が使えないことから、財政上のリス

クが発生することにもなるのです。このこと

で何が言えるのかというと、現計画を進める

ことこそが市民の安心安全、市の発展につな

がるものと考えるからです。総務文教委員会

の中で、共同代表に対して現庁舎を使い続け

ると安全上のリスク及び財政上の財源や、コ

スト面でのリスク回避の方法と方向性につい

て質問すると、そのことは議員の皆さんで審

議してほしい。一般市民に尋ねるのは酷であ

る旨を答弁されましたが、このことは明らか

に責任の逃避、無責任な発言ではないでしょ

うか。建設の白紙撤回を求めるのであれば、

様々なリスク回避の方向性も示すべきである

ものと考えます。 

 三つ目は、建設を促進してほしいという声

が多いことです。これは、４月25日付の南九

州新聞の記事ですが、議員の皆様のところに

も事前にお配りしました。新庁舎建設を進め

る会が本来の趣旨に従って、一刻も早く計画

どおりに建設を進めてほしいという願いを込

めて、同じように位置の条例を求める条例改

正案の直接請求をするために署名活動を実施

中で、その途中経過として４月22日現在で

5,317名の署名を集めたという記事です。垂

水市の有権者の約6,000人を目標に、直接請

求のための署名活動を実施しているとのこと

です。その活動を実施している方々は、今回

の新庁舎建設を考える会から提出された直接

請求が道理にかなっていないことから、こと

を承知し、いずれ改正しなければならない条

例案の早期可決を願って、さあ立ち上がろう、

新庁舎建設に向けて、というキャッチフレー

ズで活動を展開中です。これがそのチラシで

あります。今まで、議会の動きを黙認してい

た市民がこうして立ち上がらなければならな

いほど、議会の信用はなくなったのでしょう

か。この署名数をどう見るのか。議員一人一

人が考えなければならないのではないでしょ

うか。 
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 以上の理由から、市民の安心安全を守るた

めにも、新庁舎建設を計画どおりに進める上

で、今回の条例案は可決すべき賛成の立場で

あります。 

 最後に、新聞記事の中から抜粋して市民の

直接の声を読み上げます。一刻も早く現計画

どおり建設を。5,317署名を集め、活動。現

計画のとおり、少しでも早く新庁舎を建設し、

市民の安心安全を確保してほしいという多く

の市民の声を届けるべく活動しています。今

後、新型コロナウイルスの社会的、財政的悪

影響が懸念され、国の財政も厳しく、新庁舎

の予算確保も厳しくなることが予想され、今

後、庁舎建設ができないのではないか、そう

すれば、私たちの子どもたちの世代にこの問

題を残すことになるため、それだけは絶対に

避けたい。この問題は私たちの時代で終わら

せるという、強い意志のもとに活動をしてい

ます。垂水市議会の議員の皆様においては、

今現在、5,317署名という多くの市民の声を

重く受けとめ、責任ある行動、子どもたちに

胸を張れる行動を強く求めます。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  議案第30号垂水市役所の位

置を定める条例の一部を改正する条例制定案

について、賛成の立場で討論いたします。 

 令和２年４月27日に、地方自治法の手続に

より成立した条例制定の請求を受けて、市長

からこの条例改正案が提出されました。市長

の意見書には、今回はこれまでの私の考えと

は異なり、時期尚早ではないかと考えており

ますが、結果的に市民の皆様の直接請求とい

う形で条例改正案を提案することになりまし

た、と記載されております。また、市民の安

心安全を守る新庁舎建設を計画的に進めてい

くためにも、本条例を可決していただく必要

があるものと考えております、と述べていま

す。この条例改正案の提案時期については、

地方自治法第４条の行政実例において市町村

の事情により、建設着工前でも完了後でも差

し支えないとされていることもあり、市長は

これまで議会答弁において、提案時期につい

ては様々な考え方がありますことから、慎重

に判断したいと答弁されております。 

 このような中、私自身も直接請求があった

以上は提出せざるを得ないことは理解してお

りますが、新聞報道でもありますように、新

庁舎計画の白紙化を目的としているものであ

り、大変違和感を持ちますし、恐らく市長は

不本意であったと思います。私は、なぜ市役

所の位置を定める条例改正が法の解釈におい

て、建設着工前でも完了後でも差し支えない

となっているのか、当初の段階では理解でき

ませんでした。しかし、建設場所はこの位置

条例で定めるものではなく、基本計画で定め

るものであることがわかったときに、理解で

きました。なぜならば、この条例で建設場所

を定めるものであれば、完成後でも差し支え

ないという法の解釈があるはずがないからで

あります。このようなことから、位置を定め

る条例案の提出は、完成後でも差し支えない

ことになっているという執行部の説明を聞き、

納得したところであります。 

 議員の皆さんも見られたと思いますが、平

成30年の５月号の市報に、建設予定地は錦江

町旧フェリー駐車場跡地に決定しましたとの

見出しと内容が掲載されました。仮に、今回

条例案が成立しなくても、庁舎建設計画その

ものが白紙になるわけではありません。なぜ

ならば、この庁舎位置条例案は、市長には議

案を何回も提案する権限があるからでありま

す。私たち議会は、これまで段階、段階で執



－39－ 

行部から丁寧な説明を受けてきました。 

 また、二度にわたって設計予算や地盤調査

の予算も議決しております。 

 市長は、もし今回、条例案が否決になって

も、しかるべき時期に改めて提案したいとの

考えを答弁されました。このことから、今後、

同様の条例案が幾度となく提案されることに

なると思います。このような状況を、私たち

垂水市議会はつくっていいのでしょうか。私

たちは、市民が安全で、安心して生活をして

いただくためにも、安全面に最大限配慮した

新庁舎、そして有利な地方債が活用できる今

こそ執行部を責めるだけではなく、一緒にな

って進めるべきであると思います。そして、

早く跡地利用の活用策の議論をスタートさせ

たいものだと、私は考えております。 

 以上のことから、今回の条例案は可決する

べきであると考えております。 

 以上で、賛成討論を終わります。 

○議長（篠原則）  ほかに討論はありませ

んか。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  私は、議案第30号に対して、

反対の立場で討論をさせていただきます。 

 私は、この問題は前回も述べましたように、

まずスタート時点を間違っていたなと、今反

省しているところです。議会といたしまして

も、この大変大型のプロジェクトを特別委員

会もつくらずに、執行部任せにしてきたこと

が大きなつまずきであったと思っております。

そういう中で、30年の５月でしたかね、そこ

で執行部は決定したと述べておられますが、

私は平成30年９月議会において、この地方自

治法第４条、事務所の移転について、１年数

カ月前に既に質問しております。それはなぜ

かと言うと、事務所の移転が大変重要な問題

であることを認識していましたので、誰より

も先にこの地方自治法第４条を質問しており

ます。 

 そういう中で、市民の方々はアンケート調

査を市長に、執行部に求め、また住民投票な

ども要望してきました。その中で、市長はそ

のようなことは不要だというように、一方的

に言われています。そして、今回出された議

案第30号においても、時期尚早だと述べてお

られます。この市庁舎移転は、非常に重要な

問題で、そして重みが普通の議決とは違いま

す。３分の２の議決という、大変ハードルの

高い決議であります。市長は、よく二元代表

制を重要視されております。そして、議会の

意見を聞き、と述べられております。そして、

今回新聞報道等やマスコミにおいても、議会

がどうあれ、私は計画どおり、現在のところ

に建設をすると述べております。 

 これは大変、議会軽視でもあり、また先程

言いました市民からの要望も不要とか、全く

市民を無視した発言でもあります。私は、こ

の問題は一刻も早く解決すべきだということ

は十分認識しております。しかしながら、こ

のようなことから、この条例案に対しては、

私は反対をいたします。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  ほかに討論はありませ

んか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  （発言する者あり）市

長のただいまの発言は認められません。 

 討論なしと認めます。これで討論を終わり

ます。 

 最初に、議案第30号を採決いたします。本

案の議決については、地方自治法第４条第３

項の規定によって、出席議員の３分の２以上

の者の同意を必要といたします。 

 なお、この場合は議長も表決権があります

ので、申し添えておきます。ただいまの出席

議員は、14名であります。その３分の２は、
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10名であります。 

 議案第30号に対する委員長の報告は、否決

でありますので、原案について起立により採

決いたします。お諮りいたします。本案は原

案のとおり決することに賛成の方はご起立願

います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  ただいまの起立者は７

名で、３分の２に達しておりません。 

 よって、議案第30号は、否決することに決

定いたしました。 

 次に、議案第32号について（発言する者あ

り）。参加して、座っておりました。 

 次に、議案第32号について、お諮りいたし

ます。ご異議がありますので、議案第32号は

起立により採決を行います。 

 なお、起立されない方は否と見なします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数であります。 

 よって、議案第32号は委員長の報告のとお

り決定しました。 

 次に、議案第33号について、お諮りいたし

ます。議案第33号については、委員長の報告

のとおり決することにご異議ございませんか。 

 ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第33号は委員長の報告のとお

り決定しました。 

   △閉  会 

○議長（篠原則）  これをもちまして、令

和２年度第１回垂水市議会臨時会を閉会いた

します。 

     午前10時48分閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。 

 

 

 

 

         垂水市議会議長 

 

 

 

         垂水市議会議員 
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